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 令和７年１２月招集 

 

我孫子市議会定例会会議録（第３号） 
 

 令和７年１２月１０日（水） 

───────── 
議 事 日 程 

議事日程（第３号） 

 令和７年１２月１０日（水）午前１０時開議 

日程第１．市政に対する一般質問 

───────── 
午前１０時００分開議 

○議長（日暮俊一君） これより本日の会議を開きます。 

───────── 
議 長 の 報 告 

○議長（日暮俊一君） 日程に先立ち、岩井康議員から本日の会議を欠席する旨の届出がありまし

たので御報告いたします。 

 続いて、高木宏樹議員から本日の会議を遅刻する旨の届出がありましたので御報告いたします。 

───────── 
市政に対する一般質問 

○議長（日暮俊一君） 日程第１、昨日に引き続き、市政に対する一般質問を行います。 

 順次発言を許します。海津にいな議員。 

〔海津にいな君登壇〕 

○海津にいな君 皆さん、おはようございます。海津にいなです。 

 今日一日、特にいい日になればなと思いまして、市制５５周年、この年に迎えておりますので、

私の質問とも関係いたしますので、市民憲章、短いですのでちょっと読ませていただきます。 

 「わたくしたちは、利根川と手賀沼にかこまれ自然と歴史にはぐくまれた我孫子の市民です。わ

たくしたちは、田園教育文化都市をめざす市民としての誇りをもち、明日への願いをこめて、ここ

に市民憲章を定めます。水と緑と土のにおいがいっぱいの 住みよいあびこにします／心と体をき

たえ 生き生きと働き 伸びゆくあびこにします／老人を大切にし 子どもの夢を育て 幸せなあ

びこにします／ふるさとを愛し 文化を高め 豊かなあびこにします／みんなで話しあい きまり
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を守り 明るいあびこにします」 

 これは昭和５６年、１９８１年に制定したということになっております。今読み直しても、我孫

子はこれを目指してやってきたのだなと感慨を深くいたします。 

 それでは、１項目めの質問です。 

 （１）住宅都市の課題、空き家バンク、緑地の縮小についてですが、我孫子は住宅都市として発

展して、町から市に昇格したのが５５年前でした。田園文化都市を掲げてこの日々を歩んできまし

た。都心より田園は多いが、文化都市と言い切るには、それは市民の努力が多くあると感じており

ます。 

 白樺派の人々の聞き取り調査に積極的に取り組んでくれた市民がいました。当時の貴重な談話を

残せて実態が分かってきているので、研究者たちが我孫子に訪ねてくるようにもなったのではない

かなと私は感じます。そうした活動がされていなければ、今の志賀直哉の直筆が出現することもな

かなかなく、消失した可能性もあるんではないかなと思います。リーチのお孫さんを招聘するなど

ということもありましたし、それから嘉納治五郎の銅像の設置運動もありました。その設置運動の

おかげで、嘉納先生の御家族が長年我孫子にも暮らしていたという解明もされました。 

 しかし、住宅都市であることは、土地を切り崩して人口増にはなりますが、そしてそれが市民税

収にも大きく関与するということがあると思いますが、では景観を保つ努力、緑地を残す、そうい

う政策に関してはどうだったんでしょうか。 

 また、住まなくなった空き家も、住宅都市でどんどん増築するということがありますが、そうい

うことが起きているのではないかなと思います。特定空家の調査もいたしましたが、どのような対

策がその後されてきたのでしょうか。空き家バンクはどの程度、名目ではなく機能してきたのかと

いうことも気になります。 

 雑木林、木々の伐採が行われている緑地の減少はどういうふうに捉えて、またそれを覆すような、

対処するような、緑地の縮小に対してどういう対処をしてきたのかということをお伺いしたいと思

います。 

 そして、（２）産官民で取り組む「観光まちづくり」についてお尋ねします。 

 最近、このようなまちづくり大綱ができております。当然、これは産官民で取り組むことが必要

であり、地元の産業、行政、市民の協力が必要だということです、まちづくりですからね。それを

示す協力を得るためにも、庁内の、我孫子の市役所の中でも連携が重要だと思いますが、どのよう

な連携を心がけてきたのか、実例を示していただきたく思います。 

 質問項目の２点目、郷土資料館を検討せよということで伺います。 

 我孫子市は、古墳群などの遺跡がふくそうに存在する。調べてまいれば、特に平安時代に関して、

将門の史跡、それから鎌倉道、相馬御厨など、歴史的転換点に関わる歴史の交差点に位置している
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都市であろうかと思われます。周辺地域への観光資源としても共有すべき場所と考えられます。 

 しかし、そのような地域の貴重な文化遺産を保存、展示する施設が存在しないため、それらを実

際に目にして学びたい人に機会を提供できず、また観光客にも十分な情報提供ができない状況があ

ります。青少年を含め市民の学習機会の損失になるということです。 

 郷土資料館があるのは、転入者に地元の歴史や文化に触れてもらう、それから地域への誇り、愛

着を深めることが期待できます。学校の教科書に、副教材などに写真が載っている、そういうペー

ジから学ぶのではなく、自分の足元に歴史がつながっているということを実感できるということが

大事なのではないでしょうか。市民教育としても非常に重要な役割を担う、そうしたきちっとした

施設というものが必要なのではないかなと思います。 

 そこで、全国、それから県内比較で、資料館の設置の認識をどのようにしていらしたのか伺いま

す。 

 それから次に、我孫子の現状で可能な場所について伺いたいと思います。可能な場所というのは、

郷土資料館、博物館なりということですね。 

 例えば、けやきプラザは我孫子駅に近いという好立地であります。来訪者のアクセスが最も良好

なところでございますので、現在は県の施設でありますが、ふれあいホールの実態というのは我孫

子市民の最大の集会施設でありますし、その以前から文化施設を駅前に設置するという計画もあっ

て、それがうまくいかなかったなどということもございますので、県福祉ふれあいプラザへの変更

になったという経緯はありますけれど、実際には我孫子の福祉及び教育、文化、その他多くの市の

事業に関わっている場所であろうかなと思います。 

 地域住民だけでなく、今は、やってくる転入者、それから観光客にも、駅前施設は分かりやすく

便利でありますので、地域全体の活性化に貢献していく場所です。公共施設として利用される機会

を広げるのに、福祉だけでなく、学習活動と連携した複合的な目的にかなう施設としても、そうし

たエリアにあるというのは非常に重要な観点であろうかなと思います。市民や観光客に広く利用さ

れる場所になり、そして我孫子市を理解していただくというような観点も、これからのまちづくり

には重要です。 

 そこで、けやきプラザの１階に郷土資料のアウトリーチというような考え方で、それがしやすく

なるような施設、サテライト施設というんでしょうか、大々的な博物館というのは難しいので、そ

うした観点をもたらすことを提案したいと思います。 

 今、自治体が観光に力を入れております。当市は、こういう立派なまちづくり大綱をまとめまし

た。これが絵に描いた餅でないことを示していただきたいですね。パスポートを発行する場所とし

て、今、便利になった１階のフロアがあります。パスポートは、それを得た人が我孫子を出発して

海外に行くという際に必要なんですが、観光客が来るときは、そこをパスポートの発給所として使
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うのではなく、やっぱりそこで見るべきものがあるというような展示のスペースであるほうが道理

ではないでしょうか。 

 このパスポート発行というのは、かつて我孫子の市民は松戸まで行きまして、そしてビルを上が

って３階か４階辺りにパスポートの発給のために伺ったわけですけれど、これから旅行者がやって

くるということを考えますと、むしろ旅行者に有益な情報提供できる、アビシルベがありますけれ

ど、それとともに、やはり我孫子の中のコンテンツをもっと古代から現代に至って伝える場所とい

うものが、これからは重要になってくると考えられます。 

 一方、もう１冊がございます。これは、我孫子市史研究センターが編さんした５０周年記念誌で

す。たまたま市制５５周年のこの年にできたわけですけれど、その中に何人もの方が、執筆した方

が、亡くなった西嶋教授、東大教授ですが、我孫子市史への献身をされたことを思い返して書いて

おられました。将門伝承、それから相馬御厨の歴史的、文化的価値を最初に触れたのは西嶋教授、

また同僚の東大の先生の関係する方々だったと思われます。市史研究の皆様は、その方々の講演を

聞いたり、それからそれに啓発されて、周辺のまちに後れることなく、郷土の歴史を知らせる資料

館なりが造られる、それはそういうかけ声が当初からされていたわけですから、当然そういう政策

がなされるんだろうと考えてきたのであります。 

 ただ、実現されるまでに時間がかかりました。陳情が出され、請願が出されということでありま

したが、そうした採択後にも実行される動きはなく、そして昭和、平成、令和に変わってしまいま

した。 

 教育目的に有益な施設である上に、観光資源としての潜在力も有する施設です。周辺に後れをと

ったものの、我孫子ですから、その観光の潜在力を発揮する施設の、場所の確保をしっかりと考え

て、我孫子のこれからを明るくしていただきたいと思います。郷土資料を学ぶ有効性とその機会を

逸している状況をどう考えていらっしゃいますか。そして、歴史資料、現物を身近に接することが

できる、そういう機会が今まで失われてきたことに関して、私は残念だなと思いますが、当市の御

見解をお示しいただきたいと思います。 

 そして、質問項目の３点目、我孫子の風土を活かすということでお伺いいたします。 

 （１）Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥと成田線乗降客数。 

 これについて、成田線は現在、駅員を配置しなくなっていますね。折々に駅員の方を見かけます

けれど、今、どこもそうなんですけど、切符の購入とか定期券もネットで買えるという時代になっ

て、ある意味では便利になっております。そういう成田線の活性化を我孫子市民も、そして議会も

望んできて、その対策をするということをずっと続けてまいりました。複線化というのを可能性を

ずっと探っていたわけですが、それはもう声も遠のいておりますが、何としてでも乗降客数を増や

す、人口を増やす、便利なまちにしていくということで、成田線の活性化というのは、今現在も市
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議会でも重要な視点を持って進めているところであります。 

 そんなときに、成田線の布佐駅にＢ．Ｂ．ＢＡＳＥの運行がされることになりました。私はその

後、珍しいなということで見に行くこともありますが、その都度、市長、また副市長のお姿を見て

おります。複線化の現実が遠のく中で、しかし何か乗降客を増やす、それから地域の交通機関とし

て重要だということで、常に視察をされているというお姿はありがたいなと思っております。Ｂ．

Ｂ．ＢＡＳＥは自転車専用の列車なわけですけれど、市政一般報告でも常にそのことを取り上げて、

やはり市としては期待が高いのかなと改めて思うところです。 

 ＪＲ東日本千葉支社では、Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥを、当議会の成田線の活性化の要請もあって、

２０２１年だったでしょうか、成田線の１２０周年の記念ということで列車を運行していただくと

いうことになりました。その後、春の便も運行するというようなお知らせがあって、年に２度も来

るということは、我孫子という、布佐という駅の形状がマッチングがいいということなのかなと思

いましたが、やっぱりＪＲのほうもいろいろな不具合が生じて、年に２回運行することが、暖房の

システムがちょっと利用できなくなったということで見合わせて、そしてもうそれで終わりなのか

なと思えば、また火は決して消えていないということで、Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥが我孫子に連続して来

てもらえていることがあります。 

 それで、毎回といっても年に１日２日のことなんですが、そのお見送り、お迎えに私は行ってお

ります。手を振るにぎわいになるということも何か楽しげに見えるかなということで行くわけです

けれど、どう見ても、この我孫子への臨時便というのは乗降客の数から見て赤字路線だろうと思い

ます。当初の市の担当者は、熱心に自転車に乗って何人か呼びかけをして、応援に来てくれており

ました。中には自転車が得意な職員がいて、両国駅まで電車に乗って行き、そしてそこから我孫子

に自走して帰った、自転車をこいで我孫子まで、乗った人の感触というものを調べておこうという

ことでやってくれたんだと思いますが、そういったこともありました。今は駅で職員が並んでいま

すが、待つだけになっているという状況です。 

 一人でも多くの乗降客の成田線利用があってほしいということで考えてきたわけですけれど、ま

ず地域の人も、このサイクル列車が発着しているということをもっと知ってもらうことが必要なん

ではないでしょうか。商工会、町内会、そうした応援もあるようには見られません。地域の方が特

に望んでいる成田線の活性化だと思いますが、その辺のところは、毎日来ているわけではないので、

連絡がなかなか取れていないのかなと思います。 

 当初は、議会の成田線活性化推進の協議の中での提案であったわけですけれど、市議会もその１

日２日に記憶して見に来るですとか、それから増便の期待をするとかと、そういう動きは今のとこ

ろないような感じですね。じゃ商工会とか、それから自治会がどういうふうに動くのかなと思いま

すと、これもなかなか、そんな状況になるように期待しますが、なかなか連絡が取れないようであ
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ります。 

 そんな中でも、今、推し活とか、それからＪＲ、それから各地の鉄道では撮り鉄さんとか音鉄さ

んという、好きな人たちがいろいろ自ら調べ上げて動き周り、取り回り、撮影し回りして回るとい

うことがあるようです。雨の降った日もありましたが、そういう方々は何人かいるんだなというの

をお見受けすることもありました。好きな人たちは特別仕立ての列車の車体が面白いということで

見に来るようですし、撮影を年に１回か２回ということで、それを狙って来るというようなことが

あります。 

 佐倉市、この近隣の佐倉市ですけれど、そこはまちを挙げてＢ．Ｂ．ＢＡＳＥの運行というのを

期待値高くして応援しています。佐倉には前にも、皆さんよく御存じな方がいると思いますが、ア

ニメ「弱虫ペダル」、漫画ですね、それの作者がいたということがあるので、関心度が違うのかと

も思います。 

 今、我孫子には、この近隣になくＬＵＵＰ社が自転車利用を促進する事業をしております。こう

した時期にうまくＢ．Ｂ．ＢＡＳＥとマッチングできるような場面を探そうということは、どんな

ふうに試みられているのかお教え願いたいと思います。 

 我孫子の場合、成田線の活性化というのはずっと言い続けてきたところです。千里の道は一歩か

らと言いますが、１人が声をかけて、そして周辺に、友人に伝えていくという、そういう一歩一歩、

１人から２人、２人から３人、そういう広がりというのが、今この我孫子には大事なんではないか

なと思います。 

 我孫子に到着された方というのは、サイクリストだから右に左に縦横無尽に走っていくんだろう

と思ったら、そういうことをされている方に聞きますと、到着した時点で知らないまちに来たとき

に、どちらが北でどちらが南かって分からないんだそうですね。ですから、分からないところに、

ぱっと親切にも案内があるとか声をかける人がいるというような、そういうことも大事なんではな

いかなと思います。 

 佐倉のほうは、ガイドつきのコースを提案して、それが好評だったというようなこともあります。

いろいろな工夫を、来てくれるからよかったねではなく、やはりそのための努力をしているという

ことです。初めて来る方、それからサイクリストとして初心者級の方もいらっしゃいますし、我孫

子のこのコースは女性も多いということです。リピーターになってもらうということも大事なわけ

ですから、参加者の口コミですね、好評な口コミを増やすということに対しても、やはり来てもら

うという我孫子の姿勢を見せなければならないと感じております。 

 乗降の乗客を増やす工夫はどんなことをされてきたんでしょうか。今申し上げましたが、佐倉で

はそういう案内のほかに、地域活性にも関わる飲食店の人たちがクーポンを配布したり、それから

まちの中を走る際にも、いろいろな案内で工夫をしているということです。だから、まちぐるみと
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いうことなわけです。かつ事業者が旅行商品、びゅうの中にも組み込まれるように、販売のための

ネタづくりですか、そうしたことにも関わったということですので、自然なりに増えていくのでは

なく、やはりまちの努力とかまちの姿勢というのが次なるリピーターをもっと増やしていく。それ

からそれがＪＲにも、春、秋だけじゃなくて、さらにプラスしていこうと。毎週運行しているとこ

ろもあるんですね。だから特別便ではなく、そういうような流れをつくるというのも我孫子には可

能性があると思うので、なくなっちゃってから残念だねということではなく、ＪＲ自体もリピータ

ーとなってもらう人を増やすように願っているわけですから、我孫子自身がそういうことを心がけ

ていくべきだと思います。 

 次に、我孫子の宝を分かりやすくするということで伺います。 

 我孫子の文化的な宝はいろいろあります。神社仏閣へも取組は分かりやすくしていっているか、

また、神社仏閣へどの程度の来訪客があるかお示しください。 

 相馬御厨は、先ほどの教授が地域史研究者らと大変に関心を示して研究対象とした歴史財産です。

その点で我孫子市としての認識はいかがなものでしょうか。相馬御厨が関係する場所であるので、

県との関係性、いつまでも県のホームページに、我孫子市がこれまでしてきた調査というのが反映

されないままでないように、きちっとやってもらいたいもんだなと思います。 

 柏の場合は、マンホールの蓋に、「ベルサイユのバラ」の作者がいたということで、こんなふう

な商品にしてみたりということがあります。エピソードをいろいろつくっていくということが必要

ですので、そうしたことを考えてみてはどうでしょうか。 

 また、アビシルベの年間来訪者の数はどのぐらいですか。市外から、特に外国人などは来ている

んでしょうか。情報が新たな広がり、気づきをもたらされる点はあるようにしているんでしょうか。

市役所と関係する部署の連携というのは、これからまちづくりに大変重要になってくると思います

ので、その辺のことをお答え願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（日暮俊一君） 海津にいな議員の質問に対する当局の答弁を求めます。渡辺健成副市長。 

〔説明員渡辺健成君登壇〕 

○説明員（渡辺健成君） 私からは、大綱１の（１）についてお答えします。 

 本市の特定空家は現在７軒あり、随時現地調査を実施し、必要に応じて書面により適正な管理を

促す指導書を送付し、対応しております。 

 空き家バンク制度は、平成３０年３月に制度を開始し、令和７年１１月末現在、延べ２５件の登

録があり、このうち１６件が成約しています。令和５年度までは年１件から２件程度の登録しかあ

りませんでしたが、周知方法などを工夫する取組により、昨年度は過去最多の９件の登録がありま

した。空き家バンクの利用者からは、市が介在することで安心感があったとの声もいただいており

ますので、引き続き制度を推進してまいります。 
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 次に、緑地の縮小についてお答えします。 

 相続などにより、屋敷林の売却や樹林地、樹木、農地を保全する様々な指定が解除され、中小規

模の開発行為により緑地が減少していくことは、土地利用の制度上やむを得ないと考えています。

そのため、開発行為や建築の際には、緑化基準に基づき緑の確保に努めております。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） 私からは、大綱３の（１）についてお答えいたします。 

 Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥ手賀沼は、令和３年の運行開始以来、今年度初めて、春と秋、年２回の運行が

実現しました。１０月の運行では、成田線開業１２５周年プレ事業の一環として、参加者に缶バッ

ジやサコッシュなどの成田線活性化推進協議会オリジナルの記念グッズをプレゼントいたしました。

さらに、沿線自治体の特産品や農産物直売所あびこんに来店された方へは、我孫子産の新米１合を

プレゼントする企画なども実施しました。 

 なお、リピーターに関する調査は行っていませんが、毎回参加者にアンケートを実施しており、

次回以降も参加したいなどの回答を多数いただいたほか、現地でも同様の声を聞いております。 

 Ｂ．Ｂ．ＢＡＳＥ手賀沼運行時の自転車利用の促進につきましては、今年度試験的に布佐駅で無

料レンタサイクルを実施し、好評をいただきました。ＬＵＵＰの活用なども検討中であり、布佐駅

への臨時サイクルポートの設置も含めて協議を進めていきたいと考えております。Ｂ．Ｂ．ＢＡＳ

Ｅ手賀沼の運行を継続することで、利用者に成田線や沿線自治体の魅力を知っていただき、何度も

訪れてもらう機会の創出を図っていきます。 

 今後も、成田線やＢ．Ｂ．ＢＡＳＥ手賀沼のさらなる利用者獲得に向け、沿線市町をはじめ、Ｂ．

Ｂ．ＢＡＳＥ手賀沼の停車駅である佐倉市や千葉市にお住まいの方々にも案内を行う予定です。ま

た、ホームページやＳＮＳでの情報発信に加え、サイクリング団体へのＰＲなどを行うとともに、

ＪＲ東日本千葉支社と連携し、引き続き地道な取組を着実に進めてまいります。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。大井一郎環境経済部長。 

〔説明員大井一郎君登壇〕 

○説明員（大井一郎君） 私からは、大綱１の（２）と大綱３の（３）についてお答えします。 

 初めに、大綱１の（２）についてお答えします。 

 商業観光まちづくりの推進には多岐にわたる調整や検討が必要になることから、日頃から庁内調

整及び連携を行っています。実例としては、我孫子市商業観光まちづくり大綱の検討委員や我孫子

市商業観光まちづくり委員への庁内関係職員の委嘱、手賀沼観光施設誘導方針の策定時の調整、手

賀沼・手賀川活用推進協議会や旧井上家住宅保存活用庁内検討会議などの協議体への参画、各種イ

ベント時の連携、協力依頼などを行っています。 
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 次に、大綱３の（３）についてお答えします。 

 我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」の年間来訪者数は、令和４年度が３万３，４６４

人、令和５年度が３万３，８５８人、直近の令和６年度が３万４，２８５人となっており、コロナ

禍であった令和２年度の年間来訪者数が２万３７３人であったことからも、順調に回復しているこ

とが確認できます。 

 なお、来館者全員に対する居住地の確認は行っていませんが、外国人の割合は、年間来訪者数で

６０人程度と１％にも満たない状況であり、アビシルベの指定管理者からは、この外国人について

も、観光客ではなく在住外国人である可能性があるとの報告を受けています。 

 反面、新型コロナ流行前の数年間は年間来館者数４万人程度で推移していたことから、その水準

には回復していませんが、これは新型コロナを経て、観光等の情報取得方法が対面や紙ベースによ

るものからホームページやＳＮＳへと移行していることが想定されますので、庁内関係課と連携し

ながら、市ホームページや観光ポータルサイト、ＳＮＳにおいて最新の情報を提供するよう努める

とともに、アビシルベで提供している我孫子市観光アプリ「あびこ巡り」やデジタルスタンプラリ

ーの充実を図っていきます。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 私からは、大綱２の（１）から（３）まで、また大綱３の（２）について

お答えいたします。 

 初めに、大綱２の（１）についてお答えいたします。 

 文化庁が公開している全国の博物館のうち、法律上の位置づけがある登録博物館指定施設の一覧

の中で、種別が歴史及び総合とされる施設については、全国で７０２施設、千葉県内で３２施設あ

ります。 

 県内の市町村では、５４自治体のうち２１自治体が設置している状況です。なお、登録博物館外

の郷土資料室や展示室も含めると３９自治体に設置があり、１５自治体は未設置となっております。 

 市では、登録博物館ではございませんが、同様に歴史を扱う博物館類似施設として、白樺文学館

と杉村楚人冠記念館があります。 

 次に、（２）についてお答えいたします。 

 本年度９月議会からの答弁の繰り返しになりますが、けやきプラザは千葉県の施設であることか

ら、イベント開催時に一時的にギャラリーを使用することは可能ですが、常設の展示場所を確保す

ることは困難です。 

 また、我孫子市文化財保存活用地域計画では、多くの来訪者が望める施設内に市の歴史や文化を

網羅した博物館、資料館のような展示施設を整備するとしていますが、施設整備には多額の予算が
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必要となります。このため、水の館、アビスタ、旧井上家住宅新土蔵等に展示ケースを設置して文

化財の展示を行い、展示施設に関する市民ニーズの醸成に努め、長期的な視点で取り組んでいます。 

 そのほかにも、文化財報告書の刊行、ホームページ、あびこ電脳考古博物館と資料アーカイブ

「あび☆デジ」の充実や、図書館のあびこデジタル郷土資料と連携した資料の公開、市民団体や文

化財所有者と連携したイベントの開催などを通じて、日頃、文化財に慣れ親しんでいない人へのア

プローチを行っています。 

 なお、議員が御指摘の郷土資料館の陳情というものにつきましては、平成１１年３月１日受理の

請願第２６号、我孫子宿名主脇本陣邸の保存と活用についてのことと推測されます。この請願の趣

旨につきましては、当該建造物の保存活用であり、その活用法として郷土資料館を提案しているも

のであり、郷土資料館設置そのものを求めたものではないということを申し添えます。 

 次に、（３）についてお答えします。 

 郷土資料に身近で接することができる環境ということについては、市民や来訪者に対して、特に

市内の小中学生が歴史を学ぶ際などに非常に有効であると考えております。文化・スポーツ課では、

学校や市民団体の依頼を受けて講演や講座等を行っており、その際にも、実際に実物を、現物を持

っていくと非常に喜ばれることから、この重要性については十分に認識し、様々な手法で可能な限

り事業展開をしていきます。 

 続いて、大綱３の（２）についてお答えいたします。 

 あびこの魅力発信室では、我孫子ガイドブック「ＡＢＩ ＲＯＡＤ」を作成しており、その中で、

市内で御朱印を受け取ることができる神社仏閣をマップで紹介しています。あわせて、市のホーム

ページでも紹介しています。 

 市内の神社仏閣への来訪者数につきましては、統計がなく、市として把握しておりません。 

 次に、相馬郡衙及び相馬御厨についての市の認識をお答えいたします。 

 古代の我孫子は、柏市、取手市、守谷市、利根町などとともに下総国相馬郡と呼ばれる行政区に

属していました。昭和５３年に旧湖北高等学校の建設に伴い発掘調査を行いまして、その相馬郡の

役所である相馬郡衙の正倉と考えられる建物群を確認したため、この付近が相馬郡の政治や経済の

中心地であったことが判明しました。その後も周辺での発掘調査で相馬郡衙の広がりが徐々に解明

されつつあります。今後も発掘調査を行う機会がありますので、その実態解明に努めていきます。 

 相馬御厨は、相馬郡衙より後の時代の平安時代後期に、当時、相馬郡を支配していた千葉氏の一

族が自分たちの権益を確保するために、伊勢神宮に自分の領地を寄進して保護してもらう荘園と呼

ばれるものも一種です。寄進の際に作られた文書によりますと、相馬御厨の範囲は我孫子市域を含

む相馬郡の北半分と考えられており、伊勢神宮にいわゆる年貢として米、塩鮭、キジなどを送って

いることが分かります。千葉氏の一族は後に相馬氏として、鎌倉幕府草創期に源頼朝を支えた有力
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な御家人となりますが、資料が残っていないため、彼らがどのように我孫子の領地を管理運営して

いたのかは分かっておりません。これらについては、千葉県とも必要に応じて情報交換に努めてい

るところでございます。 

 最後に、マンホールの蓋の活用についてお答えいたします。 

 所管する下水道課に確認したところ、現在、市の鳥であるオオバンをデザインしたマンホール蓋

を採用しており、新規のデザインについては未定となっております。 

（海津にいな議員「答弁漏れです」と呼ぶ） 

○議長（日暮俊一君） 自席からお願いします。 

○海津にいな君 郷土資料館のところで、ないがためにどういうような市民生活の損失があったか

ということをお伺いしていますが、これについてお答えがなかったと思います。有効性はおっしゃ

っていましたが、損失という、市民生活への損失という点でのお答えがなかったと思いますが、そ

の点をお願いいたします。不利益があったんじゃないかなと。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） 損失というものが、何かちょっとイメージができなくて大変申し訳ござい

ません。今のところ、我孫子市で郷土資料館がないということに対しては、それ以外の部分でいろ

んな活動を展開しているということで、損失のほうについては、そこまで深くないというふうに私

は認識しております。 

○議長（日暮俊一君） 海津議員、よろしいですか。海津にいな議員。 

〔海津にいな君登壇〕 

○海津にいな君 緑地のところで、いろいろ考えていらっしゃるのは分かりました。 

 都内ではみどり率というようなことで、市がどれだけ緑を大切にしているかということを知らせ

ているということがありますが、そういうことで我孫子市の緑の質というのを伝えるということは

考えておられないでしょうか。その辺、確認したいです。お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

○説明員（中場聡君） 我孫子市においては、緑というものを確保量という形で設けています。緑

の基本計画の中で目標値を定めていますが、現況値で１，５６５ヘクタール、目標値が１，６００

ヘクタールという形で、パーセンテージにすると３７％を目標値としています。 

○議長（日暮俊一君） 海津にいな議員。 

〔海津にいな君登壇〕 

○海津にいな君 ありがとうございました。目標を達成するように、そしてそれ以上に我孫子の質

の高さというのを市外の人にも伝える、市内の人にも伝えるということを今後お願いしたいと思い

ます。 
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 以上です。ありがとうございました。 

○議長（日暮俊一君） 以上で海津にいな議員の質問を終わります。 

 市民フォーラム内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 市民フォーラムの内田美恵子です。 

 個人質問をさせていただきますが、その前に一言、今朝、私、家を出る前に息子をかたったオレ

オレ詐欺の電話がかかってきました。皆さん本当にお気をつけください。時間がありませんので、

もう質問に入ります。 

 令和８年度予算編成方針についてお尋ねします。 

 現在、次年度の予算編成が進んでおります。令和８年度予算編成方針では経常的経費さえ財源不

足となっており、このままでは政策的事業が実施できない状況となっております。また、市の貯金

に当たる財政調整基金の令和７年度末実質残高は約２８億円と見込まれ、財政調整基金で財源不足

を補うことも難しくなっており、今回も厳しい予算編成となっています。 

 初めに、経常的経費の財源不足の要因についてお尋ねします。 

 令和８年度予算編成方針における経常的経費の収支見通しでは、６億７，０００万円の財源不足

が見込まれています。その主な要因をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員の質問に対する当局の答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 令和６年度当初予算の経常予算ではほぼ収支が均衡していましたが、令

和７年度当初予算では約４億円の赤字となり、今回の令和８年度当初予算では、収支見通しの段階

で約６億７，０００万円の赤字が見込まれる状況となっています。 

 令和８年度の経常予算で収支のマイナスが見込まれる要因について、令和７年度の経常予算と比

較した場合、歳入が約１３億９，０００万円増加した一方、歳出が約１６億５，０００万円増加し

ており、歳入の増加以上に歳出が増加していることが赤字幅が拡大している要因です。 

 このうち、歳出の増加は、利用人数等の増加による児童通所支援給付費や障害者自立支援給付費

の増などに伴い扶助費が約８億９，０００万円、各種業務委託に係る人件費や物価高騰の影響、標

準化関連システム運用保守業務委託料が経常予算となることなどに伴い物件費が約３億円、人事院

勧告などにより人件費が約４億３，０００万円増加したことが要因となっています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 御答弁ありがとうございます。 

 今御答弁にもありましたが、財源不足の要因を一言で言えば、歳入の伸びよりも歳出の伸びが上
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回っているということだと思いますが、この近年、歳出の伸びで顕著なものをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） 近年でいきますと、やはり一番大きいのは扶助費、それから人件費もこ

こ数年は想定以上の上がり幅を見せておりますので、その２つが大きな主な要因ですけれども、こ

こ数年かけて取り組んでいます標準化システムの影響も、今後は経常のほうに落ちてきますので、

影響が大きくなってくるかと思います。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 確かに御答弁のように、調べてみますと、扶助費が昨年１０億円の増、今年が９

億円の増、それから人件費が昨年約３億円の増、今年が４億円。歳出の伸びの大きな要因となって

いることが分かりますが、扶助費にしても人件費にしても、なかなか削減は難しいと思うんですが、

その辺どのようにお考えでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） まず扶助費についてですけれども、これは法定で定められているものに

ついては、当然進めていく必要があるかと思います。ただ、市の裁量で全てが一般財源で当たって

いるものについては、やり方ですとか、対象者の状況を見ながら見直しをするということは、今後

も想定できるかと思います。 

 それから、人件費についてですけれども、こちらのほうについては、１人当たりの人件費をこの

状況で削減するということはなかなか難しいかとは思いますけれども、そのシステムの導入ですと

か電子化などによりまして、人員体制そのものの見直しですとか働き方、事務のやり方などを見直

すことで、人件費の削減というのは今後もやっていかなければならないことと考えています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 人件費の削減などについては今後の政策判断になると思います。また、公債費や

物件費、それから繰出金などの伸びについても、今後注視していく必要があると思います。 

 今後、財源不足を解消していくために、歳入を伸ばす方策を考えるのは当然のことなんですが、

歳出の伸びをどこで抑えていくか、こういう議論をこれからしっかりと庁内でも、議会でもしてい

ただきたいなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） やはり歳入を伸ばそうとしても、なかなか歳出の増まで追いついていな

いのが現実ですので、ここで歳出を一定程度抑えていくということは大切なことだと思います。小

さな事業を見直していても、なかなかそこの改善にはつながりませんので、やはり中長期的な視点



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 
 

83 

で、全体の事業の進め方の在り方そのものを見直す必要もありますし、いろんな運営しているもの

のやり方だけではなくて、再編ですとか統合ですとか、そういった大きな視点での見直しも今後は

必要になるかと思います。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 しっかり検討していただきたいと思います。 

 それでは次に、令和８年度予算編成の基本的な考え方についてお尋ねします。 

 令和８年度予算編成では、限られた財源を有効に活用する観点から、全ての事業の成果を厳しく

検証し、事業の廃止、休止などを含めた見直しやスクラップ・アンド・ビルドを行うとしています。

成果の検証や事業の見直しなど、どのような手法を活用して行うのかお聞かせください。 

 また、公共施設の在り方を総合的に検討するなど、限られた財源を最大限に活用するとしていま

す。公共施設の在り方をどのように検討するのかお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 各部署から予算要求が上がる事業について、査定ヒアリングの中で成果

の検証や事業の見直しを行います。成果の検証では、実績値の推移や費用対効果の傾向など多角的

に評価します。成果が不十分な場合は事業の見直し対象とし、当年度に改善、見直しが困難であっ

ても、事業の必要性、継続の妥当性を再評価し、事業の在り方や事業の手法、事業規模などの見直

しを継続することで、経常経費の削減につなげていきます。 

 公共施設においては、公共施設等総合管理計画や個別施設計画などを踏まえ、老朽化状況や利用

状況、運営コストなどを考慮し、総合的に検討します。また、効率的な施設整備や運営手法の見直

し、財政面での合理化を視点に、将来の予算編成も見据えて取り組んでまいります。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 成果の検証などについてなんですが、今、市では、行政評価制度あるいは行政事

業点検を行っておりますが、これらの制度との整合性というか、役割分担というか、その辺はどの

ようにお考えになっているんでしょうか。 

 それからもう一つ、公共施設の在り方の検討についてですけれども、総合管理計画そのものの見

直しについては考えていらっしゃらないんでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） 行政評価等につきましては企画政策課のほうで取りまとめていますけれ

ども、当然、そこの内容は財政課のほうでも中身を確認しながら、その評価に基づいて、予算編成
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のときにも参考にさせてもらっています。 

 業務の見直しというか、公共施設等総合管理計画のほうは、個別施設計画の積み上げの中身を確

認しながらトータル的に判断していくものなんですけれども、そこは全庁的にどの部分をというも

のは見直しが必要になってくるかと思いますので、個別施設計画の在り方も含め、それをどのよう

に公共施設等総合管理計画に反映させていくかということは検討していきたいと思います。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 今ある制度、行政評価など、ＰＤＣＡを回して予算、決算につなげていくという

のが一番の重要なことだと思いますので、本当にそれが機能しているのかどうか、この機会に検証

していただきたいと思います。 

 また、今一番お金がかかっているのが老朽化対策だと思いますけれども、その辺も総合管理計画

自体も財源との関係で再検討が必要だと思いますが、その辺、もう一度御答弁をお願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） 確かに老朽化対策が今喫緊の課題になっておりまして、老朽化対策に取

り組む際に、それを今やるべきものなのか、あるいはそこに投資するのではなく、全体的な見直し

の中で別のところに投資していくなり、再編、統合も含めた形での検討は常にしながら、事業のほ

うは進めていきたいと思います。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 今ある制度が形骸化していないかということを、本当にもう一度しっかりと検討

していただきたいと思います。 

 それでは次に、予算編成における具体的な取組として、部局単位の歳出予算の枠配分についてお

尋ねします。 

 令和８年度予算編成では、経常的経費６億７，０００万円の財源不足を受け、経常的経費削減の

ために部局単位の歳出予算の枠配分を実施するとのことですが、どのように実施するのか具体的に

お示しください。 

 また、昨年度の予算編成では、全体の削減目標を９億円と設定し、部局単位の枠配分は実施しま

せんでした。なぜ次年度予算編成で枠配分を実施することにしたのか、その理由をお聞かせくださ

い。 

 続けて、政策的事業の例年以上に厳しい査定についてお尋ねします。 

 予算編成における具体的な取組として、政策的事業については例年以上に厳しい査定を実施する

としています。どのような手法で例年以上に厳しい査定を行うのかお答えください。 
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 最後に、物価高騰等の予算への反映についてです。 

 物価や人件費の高騰が続く中で、年度当初に予算不足による入札不調が生じることがないよう、

予算要求後も引き続き物価動向等の把握に努めるということですが、過去３年間で入札不調は何件

あったのかお聞かせください。 

 また、全体の歳出予算が増加しないよう、物価高騰等による増加分については、そのほかの予算

を見直して対応するということですが、部局単位の枠配分の中でそのほかの予算を見直して対応す

るのでしょうか。お答えください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 初めに、アについてお答えします。 

 部局ごとに昨年度算定した法令で義務とされている事業費を除いた金額をベースとして削減目標

額を割り振り、枠配分額として設定しました。 

 また、昨年度の予算編成では、全体の削減目標額を９億円と設定しましたが、比較対照が分かり

にくかったことなどから、今年度は要求上限額が明確となる枠配分を行うことにしました。 

 次に、イについてお答えします。 

 経常的経費で赤字が見込まれる中においても、一定の政策事業を行う必要があります。財政調整

基金残高や公債費の今後の見通しを踏まえて事業採択の総額を調整しますが、経常的経費にも財政

調整基金で補塡する必要があることから、必要性が認められる事業であっても優先度が低い場合は

不採択とするなど、例年と比較して採択事業は絞り込まれると考えています。 

 次に、ウについてお答えします。 

 過去３年間の入札不調件数は、令和４年度で３５件、令和５年度で１８件、令和６年度で３３件

となっています。 

 また、歳出増加の一因となっている物価高騰等による増加分については、歳入の増加が追いつか

ない中では全体の中で吸収する必要があるため、枠配分も含め、そのほかの予算の見直しにより調

整することとなります。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 枠配分するのは歳出を徹底的に削減するためだと思うんですけれども、経常事業

の質の低下あるいは創意工夫ができなくなってしまうのではないか心配されますが、その辺いかが

でしょうか。 

 それからもう１点、物価高騰等の増加分なんですけれども、これを今までの枠の中でやるとする

と、まさにこれも市民に必要な事業さえ廃止や縮小など、市民サービスの低下につながってしまう
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んではないかと、その点も心配なんですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） １点目と２点目と少しかぶるところがあるかもしれないんですけれども、

枠配分においては、昨年度はマイナス分を全て枠配分で見直しを各課に依頼をかけましたけれども、

やはり現実的な数字でないということで、なかなかそこは厳しい状況にあったことを踏まえ、今年

度は６億７，０００万円ですけれども、そのうちの３億円分を枠配分として各課のほうに調整を依

頼しております。残りにつきましては、長期的な視点での見直しも含めて、財調を崩す状況になる

かもしれませんけれども、枠配分からは外した形で調整する方向で考えております。 

 このため、入札不調に陥ることがあってはいけませんので、物価高騰分については、予算編成上

ではきちんと見積りを取って、その部分は、物価高騰分を踏まえた上での予算要求をするようにと

いうことで、各課のほうには通知を出させていただきました。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 今後なんですけれども、経常事業の質の低下とか、市民にとって必要な事業を廃

止とか何かということと、それから実施計画に位置づけられた新たな事業をやることに関して、ど

っちがどうなのかというような政策的事業と経常事業との関係なんかも再度見直して予算を編成し

ていただきたいと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） 当然、政策事業も単発で終わるものもあるかもしれませんけれども、今

後その事業を続けていく中では、経常経費として今後見ていかなければならない部分が多々ござい

ます。 

 そうした中で、経常経費で賄う事業に対しての質の低下の部分ですけれども、やはりいろいろな

ものに手を広げて浅くなってしまって、その事業そのものの成果が見込めないということであって

はいけませんので、そういったあたりは、当然、新しいものを取り込んでいく中で、過去に進めて

きたもので見直しをすべきものというものの視点を忘れずに、今後も全体の調整は図っていく必要

があると考えております。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 その辺も今後しっかりと検討していただきたいと思います。 

 それでは次に、予算編成状況の公開と市民の意見の反映についてです。 

 政策事業については、予算編成過程の透明性の確保と市民への説明責任を果たすために、予算編

成過程の公開とパブリックコメントを実施し、より多くの市民の意見を予算に反映するということ
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ですが、パブリックコメントの実施は市民の意見を聞いたというアリバイづくりで、実際には市民

の意見がなかなか反映されないという声があります。これまでパブリックコメントによって中止や

延期あるいは大きく見直された政策事業があったのでしょうか。お聞かせください。 

 続けて、経常的事業の見直しに対する市民意見の反映についてです。 

 経常的事業の財源不足が続く中、これまで実施してきた事業の廃止や縮小などが多くなり、市民

サービスの低下につながることが懸念されます。以前にもお願いしましたが、経常的事業の廃止等

については、より一層丁寧な情報提供と意見聴取、そして合意形成を図る努力をしていただきたい

と思います。再度お考えをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 初めに、エについてお答えします。 

 記録の残る平成２５年度以降について確認しましたところ、平成２９年度にパブリックコメント

により政策事業の見直しを行った事例が１件ございます。 

 次に、オについてお答えします。 

 経常事業を見直す際には、市民生活に与える影響を最小限に抑えながら実施することとしていま

すが、必要に応じてパブリックコメントを行い、その意見を真摯に受け止め、説明責任を果たすな

ど、適切に対応し、市民の理解が得られるように努めてまいります。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 予算編成に市民の意見をしっかりと反映していただくように、これからも御努力

をいただきたいと思います。 

 次に、特に重点的に予算の配分を検討する分野についてお尋ねします。 

 令和８年度予算編成方針では、特に重点的に予算の配分を検討する分野として、インフラ施設、

公共施設の老朽化対策及びＬＥＤ化の計画的な推進、業務の効率化等につながる新たな事業手法の

導入、そして地方創生の推進が挙げられています。各分野で令和８年度に実施を検討している主な

事業と予算規模をお示しください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 現在、予算査定の段階であり、各分野における予算規模はお示しできま

せんが、主な事業としては、庁舎・学校の長寿命化改修、公共施設のＬＥＤ化、電子契約システム

の導入、五本松運動広場の整備などの事業を見込んでいます。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 
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〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 それでは最後に、財源不足が慢性化し始めている要因とその抜本的な対策につい

てお尋ねします。 

 経常的経費の財源不足は、令和７年度予算編成方針では約８億８，０００万円、令和８年度６億

７，０００万円、そして令和９年度は、中期財政計画によると約１０億２，０００万円と見込まれ

ており、経常的経費さえ財源不足の状況が慢性化し始めています。大変憂慮すべき事態です。経常

的経費の財源不足が慢性化し始めている要因をどのように分析しているのかお聞かせください。 

 また、この状況から脱却するために、今後どのような抜本的対策を講じていくのか。短期的、中

長期的な取組をお示しください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 当初予算において経常的経費の財源不足が慢性化し始めている要因とし

て、人件費や諸物価の上昇により歳出が急激に増加していることが挙げられます。一方で、予算編

成時点において、市税をはじめとした歳入の正確な見込みが立てにくくなっていることも要因の一

つと考えています。また、令和３年度以降、国税収入の上振れ等に伴う普通交付税の追加交付が続

くなど、当初予算の編成時点では見込むことができない収入も生じる傾向にあることから、財政状

況の評価は決算内容も含めて行う必要があると考えています。 

 この状態の脱却に向けては、歳入予算の精度を高める必要があるほか、令和５年度以降、実質単

年度収支の赤字基調が続いており、財政調整基金などの資産を取り崩しているため、この解消に向

け、短期的には財政調整基金残高を踏まえた実施事業の見直しや絞り込み、中長期的には、総合計

画の後期基本計画において、財政シミュレーションを踏まえた実施計画とするなどの対策を講じて

いきます。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 最近の予算編成を見ていますと、経常的経費を削りに削って政策的事業を実施す

るという状況が繰り返されていると思うんですね。職員の皆さんも本当に疲弊しているのではない

かと思うんですけれども、また経常的経費の削減にも限度があるわけですよね。 

 それで、今後、経常事業と政策事業の扱いなど今後の予算編成の基本的な考え方、また、財政改

善策について包括的に検討する場を私は設置したらいいのではないかと思うんですが、その辺のお

考えはないでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

○説明員（中光啓子君） 現在、先に経常経費の予算計上を各課のほうで上げてもらった上で、そ
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こからの財源がどのぐらい生み出せるかで、その後、政策事業の採択という審査のほうに入ってお

りますけれども、そこは今も、全体的なところでいくと、経常経費と政策的経費は一体的に最終的

には判断をしております。 

 今後の長期的な取組においても、その２つについては全体の予算の中では切り離せないものと考

えていますので、経常経費についても年々増加しているなり、政策にはならずとも何らかの項目が

加わってきたりして、増大しているものもございますので、そういったものも含めて、新たに入れ

ていくものがある場合は、何を今後見直していくかというのをセットで考えていく必要もございま

すし、政策においても大きな事業を入れていくに当たって、今の予算状況からいけば、それを取り

込んでいくなら経常で何が見直せるかということは、同時に見直していく必要があるかと思います。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、そういったことも見据えて、総合計画の中で財政シ

ミュレーションをしっかりと組み込んだ形で、検討を進めていく必要があるかと考えています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 皆さん御努力をしてくださっているのは本当によく分かりますけれども、もっと

包括的に抜本的に、外部の視点も入れながら検討する時期だろうなと思いますが、その辺も検討し

ていただきたいと思います。要望です。 

 次に、外国人への日本語学習支援についてお尋ねします。 

 我孫子市においても外国人住民が急増しており、生活習慣の違いによるトラブルも発生していま

す。外国人とどのように共生していくか考えていかなければなりません。そして、共生していくた

めには意思疎通を図ることが重要です。今回は、意思疎通のツールである日本語の学習支援につい

て質問させていただきます。 

 初めに、我孫子市に在住する外国人の状況について。 

 外国人人口の推移をお尋ねします。ここ数年、外国人転入者の増加により、我孫子市の人口は

２０２３年から増加に転じました。市内に在住する外国人人口の推移をお聞かせください。 

 続けて、市内に在住する外国人の国別割合の推移をお示しください。 

 最後に、直近の市内に在住する外国人の目的、在留資格を多い順にお示しください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） 住民基本台帳に外国人の登録が開始されたのは２０１２年７月となっ

ているため、２０００年、２０１０年の外国人数は把握できませんが、２０１２年７月時点の外国

人数は１，２４３人となっています。 

 それでは、初めにアについてお答えします。 
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 ２０２０年１月１日に我孫子市に居住する外国人は２，０６２人、２０２５年には３，６４６人

となっており、１，５８４人の増加となっています。また、直近１２月１日の外国人数は４，８４０

人となっています。 

 次に、イについてお答えします。 

 外国人の国別割合の上位３か国は、２０２０年１月１日では中国６５９人で約３１％、ベトナム

３０８人で約１４％、フィリピン２３２人で約１１％です。２０２５年にはネパール９４３人で約

２５．８％、中国７３２人で約２０％、ベトナム３７４人で約１０．２％となっています。 

 最後に、ウについてお答えします。 

 市内に在住している外国人の在留資格で最も多いものは留学２，０８１人、次に永住者８８７人、

家族滞在４０５人、技術・人文知識・国際業務４０１人、日本人の配偶者１８６人となっています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 ありがとうございます。状況が分かりましたので本題に入ります。 

 我孫子市国際交流協会ＡＩＲＡにおける日本語学習支援についてお尋ねします。 

 ＡＩＲＡでは、外国人のための日本語教室を開設し、外国人への日本語学習支援を行っています。

日本語教室に登録している外国人学習者は８０名で、レベルに合わせて日本語を学習しています。

また、外国人に日本語を教える日本語ボランティアの登録者は２４名ですが、外国人学習者が増加

する中、日本語ボランティア不足が大きな問題となっており、新規学習者の受入れを制限せざるを

得ない状況が続いています。 

 ＡＩＲＡでは、日本語ボランティア不足を解消するため、「広報あびこ」やＡＩＲＡホームペー

ジのほか、市内にポスターを掲示し、日本語ボランティアを募集しています。また、２年に一度、

日本語の教え方講座を開催し、受講生に日本語教室への参加を呼びかけていますが、日本語ボラン

ティア不足は依然として解消されていません。ＡＩＲＡの外国人のための日本語教室は、我孫子市

の外国人への日本語学習支援の拠点であり、その必要性はますます高まっています。 

 しかし、日本語教室を今後も存続させていくためには、日本語ボランティアの確保が不可欠です。

市として日本語ボランティアを確保するためにどのような支援をお考えになっているのか、お聞か

せください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） 我孫子市国際交流協会ＡＩＲＡが実施する外国人のための日本語教室に

ついては、登録者が令和５年度は７６名、令和６年度は８８名、令和７年度は１２月１日時点で

８６名と、在住外国人の増加に伴い参加者が増えている状況です。 
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 参加者数の増加に伴い、市といたしましても日本語ボランティアのさらなる確保が必要であると

認識しており、令和８年度の日本語教室の委託額の増額などについて見直しを進めているところで

す。また、日本語教室を行うボランティアの育成講座を含めたＡＩＲＡの自主事業に対して市から

補助金を支出しており、令和８年度も補助を継続していきます。 

 一方で、御指摘の日本語ボランティアの確保については、予算上の問題だけではなく、より広く

周知していくことが重要であると考えています。引き続き広報やホームページでお知らせするほか、

ＳＮＳなどを活用して若い世代にも呼びかけを行うなど、ボランティアの確保に向けた取組につい

て、ＡＩＲＡと共に検討してまいります。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 御答弁ありがとうございます。 

 日本語ボランティアの不足の解消の方策なんですけれども、先ほども言いましたけど、日本語の

教え方講座というのを開催しているんですけれども、これ今、受講者が約３万円の受講料を払って、

自ら払って受講しているんですが、その辺を、ボランティアをしてくださる方には今後一部を補助

するとか、その辺も考えていただければなと思うんですが、ＡＩＲＡの人たちと検討していただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

○説明員（高見澤隆君） 教え方講座への参加者増に向けてというところで、今、補助金などの支

援というお話しありましたけれども、ほかにも今いろいろと企画政策課のほうでも、補助金といい

ますか、支援先といいますか、そういうようなものを探している中で、県のほうで日本語教育の推

進に関する補助金であったりとか、これは新規事業に限るんですけれども、それとか教室を開くに

当たって新規事業として何か別の方法でできないかとか、講習ができないかとか、その辺は新規事

業であれば国際の基金を充てるなど、そういうことも考えながら、今後、ボランティアの方が増え

ていただくような方策は、引き続き研究をしていきたいというふうに思います。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、小中学校に在籍している外国人児童・生徒への日本語学習支援についてお尋ねし

ます。 

 外国人児童・生徒への日本語学習支援として、ＡＩＲＡの日本語指導のための学校派遣事業があ

ります。この事業は、我孫子市教育委員会を通じ、小中学校からの要請に基づき、ＡＩＲＡの日本

語ボランティアが週２回学校に赴き、１人３２回の日本語指導をする事業です。 
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 初めに、外国人児童の状況把握のため、各学校に在籍する学校別、国別の外国人児童・生徒数を

お聞かせください。 

 次に、外国人児童・生徒への日本語学習支援の実施基準と、現在の実施校、各学校の学習者数、

待機者数をお聞かせください。 

 最後に、学校における日本語学習支援の課題と対応策についてお尋ねします。 

 課題としては、学校あるいは担任によって日本語学習支援の必要性に対する認識の違いがあるこ

と、また、ＡＩＲＡの学校派遣の日本語ボランティアが少なく、日本語学習を希望する全ての児

童・生徒に日本語学習支援が実施できない状況があり、待機者が出ていること、日本語学習の回数

が児童・生徒１人につき原則３２回と決められており、児童・生徒の習熟度による指導ができない

ことなどが課題として挙げられています。学校における日本語学習支援の課題に対する認識とその

解決策についてお考えをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 初めに、アについてお答えいたします。 

 市内小中学校では、外国籍であることを学校内で公表していない児童生徒もおり、外国籍の人数

が少数の学校については、出身国など個人が特定される場合があることから、学校別等の人数は公

表しておりません。したがいまして市全体としてお答えいたします。 

 令和７年５月１日現在の外国籍の人数は、小学校が９６人で、国別には一番多い国が中国３５人、

２番目がスリランカ１４人、３番目がフィリピン１１人、続いてパキスタン１０人、ベトナム６人

となっています。また、中学校は２９人で、一番多い国が中国１３人、２番目がパキスタン４人、

３番目がベトナム、ロシアの３人、続いてスリランカ２人となっています。 

 次に、イ、ウについて併せてお答えいたします。 

 日本語指導は、市内小中学校に編入、転入してきた日本語を理解することが困難な児童生徒が対

象となっています。実施に当たっては、本人及び保護者が希望し、校長が支援を必要と認めた児童

生徒に対して、教育委員会が小中学校及びＡＩＲＡと連携し、計画的に実施しております。 

 現在の実施校は、我孫子第一小学校、我孫子第三小学校、湖北台西小学校、湖北小学校で、学習

者数は計８人です。現状では待機児童生徒はおりませんが、編入、転入が重なったときには待機し

ていただく場合もあります。 

 我孫子市では、特別な教育課程による日本語指導を実施しております。指導者の人数が少ない事

実はありますけれども、ＡＩＲＡの日本語指導者が学校を掛け持ちし、待機者をつくらずに実施で

きております。また、指導時数は原則３２こまとありますが、これはあくまで目安であり、児童生

徒の実態に応じて早めに終了したり回数を増やしたりすることができます。 
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 今後も、日本語教育に関する施策を総合的かつ効果的に推進できるよう、ＡＩＲＡ、そして学校

と連携して力を尽くしてまいります。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 日本語は、学校での学びやコミュニケーションの前提となるものですから、日本

語学習支援の必要性について、学校あるいは担任に十分周知していただいて、指導していただきた

いと思います。 

 それから、ぜひ学校派遣のボランティアを増やしていただいて、待機者が今はないというんです

けれども、待機者が出ているときもあるもんですから、ぜひその体制整備も、ＡＩＲＡとか協力し

ていただいて、しっかりしていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 私も先日、ＡＩＲＡの日本語指導の方と懇談をしました。その中で、やは

り講師の先生としてみると、指導時間をちょっと忘れてしまったとか、そういった担任の連携不足

というのがちょっとあったもんですから、その辺のことに関しては丁寧に謝罪をしてまいりました。 

 ただ、担任や学校に関しても、やはり外国籍の子どもたちの日本語習得に関しては、同じ気持ち

は持っていますので、その辺、連携をしっかりした形でやっていきたいなと思っています。 

 あと、数の関係なんですけれども、これはとても難しいところはあるんですけれども、私どもの

ほうも、地域学校協働活動の推進本部とかそういったところに加えて、連絡を広報しながら、また

もっともっとボランティアの数が増やせるような形にはしていきたいというふうに思っています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、子どもの学習支援の場における日本語学習支援についてお尋ねします。 

 我孫子市には、子どもたちが誰でも無料で利用できる子どもの学習支援の教室があります。現在、

５つの団体で運営していますが、その１つのあびこプラス・ワンの教室に外国人の子どもが来るよ

うになり、日本語を指導する学習支援サポーターの不足が課題となっています。 

 そこで、所管課である社会福祉課が市のＬＩＮＥで日本語指導のできる方を募集し、８名の応募

があったと伺っています。子どもの学習支援の場での日本語指導のその後の状況をお聞かせくださ

い。 

 また、今後、外国人の子どもの増加に伴い、子どもの学習支援の場においても日本語を教えるこ

とができる方が必要になってくると思います。ＡＩＲＡの日本語の教え方講座の受講生に、子ども

の学習支援の場でも日本語を教えていただけるよう、市がＡＩＲＡ等との連携を支援すべきだと思
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います。市のお考えをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 応募があった８名のうち、市で実施している生活困窮者自立支援法に基

づく子どもの学習支援、生活支援事業として、市への登録をされた学習支援員の方は１名となりま

すが、あびこプラス・ワンへの登録は、市に登録された方を含めて４名と報告を受けています。 

 また、今後、外国人の子どもの増加に伴う日本語指導の学習支援員の充足については、学習支援

団体の外国人の受入れ状況を把握し、必要に応じ、改めてＬＩＮＥ等による日本語指導員の募集の

実施や、ＡＩＲＡと学習支援団体、関係課等の情報共有の場を設け、相互に連携しやすい体制を整

えていきます。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 外国人が急増する中で、日本語学習支援というのは、共生していくために必要な、

本当に重要な施策だと思いますから、市がしっかりと関わっていただいて、日本語ボランティア不

足を解消し、日本語学習支援を充実させていただきたいと思います。強く要望しておきたいと思い

ます。 

 それでは次に、後期高齢者医療についてお尋ねします。 

 千葉県の後期高齢者医療の被保険者数は、高齢化の進展に伴い、制度創設以降増加し続けていま

す。また、医療給付費総額も被保険者数の増加や医療の高度化によって伸び続けています。さらに、

令和８・９年度の保険料は、出産育児支援金の導入等により大幅な値上がりが見込まれています。

また、市の一般会計からの繰出金も年々増加しています。 

 そこで、まず我孫子市の後期高齢者医療の状況についてお尋ねします。 

 初めに、被保険者数の推移についてです。 

 千葉県の令和６年度末時点の被保険者数は９９万５，５１９人、県の人口に対する割合は

１５．８７％、被保険者数も人口に対する割合も増加しています。我孫子市の被保険者数と市の人

口に対する割合の推移をお聞かせください。 

 続けて、医療費の推移についてお尋ねします。 

 令和６年度の我孫子市の後期高齢者医療の医療費は、診療費と調剤費等を合わせて約２１０億

２，０００万円となっています。これまでの医療費の推移をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 初めに、アについてお答えします。 
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 後期高齢者医療制度創設年である平成２０年度末時点の被保険者数は１万１，２０５人で、人口

に対する割合は約８．２％です。令和６年度末の被保険者数は２万４，６５０人で、創設年度の約

２．２倍に増加し、人口に対する割合は約１８．８％で１０．６ポイント増加しています。 

 次に、イについてお答えします。 

 医療費については、平成２０年度は約７７億円、１０年後の平成３０年度は約１５７億５，０００

万円で、約２倍となり、また、令和６年度は約２１０億２，０００万円で、創設年度の平成２０年

度より約２．７倍に増加しています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 被保険者数も医療費も増大していることが分かります。 

 それでは次に、１人当たりの平均年間納付額の推移についてお尋ねします。 

 被保険者の年間保険料額を計算する単位に用いる保険料率の令和８・９年度の第１回試算結果が

報告されました。保険料率は、均等割額が５万２３５円で現在より６，４３５円の増、所得割率は

９．２５％で０．１４％の増、その結果、１人当たりの平均年間保険料額は９万７，９６１円とな

り、これまでより１万４，０３４円の増と試算されています。 

 さらに、保険料額に出産育児支援金が加算され、令和８・９年度の１人当たり平均年間納付額は

１０万４４５円と大幅な上昇が見込まれています。これまでの１人当たりの平均年間納付額の推移

をお示しください。 

 また、我孫子市の令和６年度の１人当たりの保険料調定額は９万５，９４８円、県内で浦安市、

市川市、流山市、柏市に次いで５番目に高くなっています。その要因をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 平成２０年度の１人当たりの平均調定額は約７万９，０００円、令和６

年度は約９万５，０００円で、約１．２倍となりました。また、後期高齢者医療における制度運営

は都道府県単位で行われています。千葉県内であれば、千葉県後期高齢者医療広域連合が主体とな

り、年間保険料の算定については県内同一の保険料率で賦課されています。１人当たりの保険料が

県内でも調定額が高い自治体については、東京近郊の市が多く、所得水準が高い傾向にあることが

要因と考えられます。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 １人当たりの平均年間納付額が大幅に上昇していて、被保険者の負担がますます

大きくなっていると思いますけれども、保険料の現状と今後について、市が決められるわけではあ
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りませんが、市としての所感をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

○説明員（飯田秀勝君） 後期高齢者の調定納付額については、令和７年中には団塊の世代も全員

が７５歳になるというふうな状況で、今後も７５歳以上の人口に対する割合というのは、増加して

いく傾向はずっと続くと思うんで、県全体で保険料率、広域連合のほうで決めるんですけれども、

まだまだこの傾向は続いていくと認識しています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 次に、一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出金について市の見解をお尋

ねします。 

 制度創設時の繰出金は約１億６，０００万円、令和６年度は３億６，０００万円と約２億円増加

しています。また、繰出金のうち額が最も大きい基盤安定基金の市の実質的な繰出金も約３倍以上

となっています。今後、一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出金が一般会計を圧迫するこ

とが懸念されますが、市の見解をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 後期高齢者医療特別会計繰出金のうち、保険基盤安定繰出金については、

県支出金である後期高齢者医療保険基盤安定拠出金が４分の３の割合で交付されるため、市の実質

的な負担は残りの４分の１になります。この市の実質負担分については、普通交付税の需要算定項

目である高齢者保健福祉費の単位費用に織り込まれているため、国による財源補塡がなされている

ものと認識しています。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 後期高齢者医療制度を今後も安定的に維持し、被保険者や市財政への大幅な負担

増を防ぐためには、健康寿命を延ばし、医療費を大幅に抑制することが今後不可欠だと考えていま

す。 

 そこで、被保険者の健康の保持増進のために、広域連合から市に委託している保健事業の状況に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 まず、健康診査事業についてです。 

 後期高齢者における健康診査は、生活習慣病の早期発見に努めることで、被保険者の健康保持増

進を図ることを目的としています。健康診査事業の内容、国保の健康診査事業との違い、受診状況、

事業評価をお聞かせください。 
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 続けて、歯科健康診査事業についてお尋ねします。 

 我孫子市は、広域連合から事業費の一部の補助を受けて歯科健康診査を実施しています。歯科健

診の受診状況をお聞かせください。 

 また、広域連合では、口腔機能低下や誤嚥性肺炎等の疾病予防のために、千葉県歯科医師会に委

託して歯科口腔健康診査を実施していますが、市の実施状況をお聞かせください。 

 続けて、長寿・健康増進事業についてお尋ねします。 

 我孫子市では、長寿・健康増進事業として、はり・きゅう等助成事業だけを実施しており、健康

教育、健康相談等の事業、また健康増進に関するその他の事業は実施していませんが、その理由を

お聞かせください。 

 最後に、高齢者の低栄養防止・重症化予防等推進事業についてお尋ねします。 

 広域連合では、低栄養・筋量低下等による心身機能の低下予防や生活習慣病等の重症化予防等を

行うため、専門職による立ち寄り型の相談や訪問相談・指導、訪問歯科健診を実施している市町村

に対し補助金を交付しています。しかし、我孫子市は高齢者の低栄養防止・重症化予防等推進事業

を行っていません。その理由をお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 初めに、アについてお答えします。 

 後期高齢者における健康診査では、生活習慣病を含む疾病に加え、虚弱、フレイル対策のため、

心身機能の低下の早期発見も大きな目的としています。また、高齢者の健康状態を総合的に評価す

るために、国が定めた後期高齢者の質問票を用いて生活習慣の把握を行っています。 

 広域連合が定める健康診査の内容は、問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査に加え、基

準を満たした者にだけ心電図検査、血中クレアチニン並びに貧血検査を実施することになっていま

す。加えて、市独自で全員に心電図検査、血中クレアチニン並びに貧血検査を実施するほか、市独

自検査項目として、全身の栄養状態を確認するための血中アルブミンの測定を実施しています。さ

らに、脳血管疾患や認知症などを早期に発見するため、５歳刻み年齢の方に対する頸動脈超音波検

査を希望者に実施しています。 

 国保特定健康診査との違いとしては、特定健康診査はメタボリックシンドローム対策のため腹囲

測定が追加されています。令和６年度受診率は３５．８％で、県平均値の３５．０％を上回ってい

ます。 

 事業評価については、後期高齢者健康診査の実施主体である千葉県後期高齢者医療広域連合が実

施し、県全体の事業評価となっています。それによると、生活習慣病リスク保有者の割合では、県

と国を比較すると、脂質リスクが高い結果となっています。経年変化では、男性の血圧、血糖のリ
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スク、女性は血圧、痩せのリスクの割合が増加傾向となっている等が課題であるとされています。 

 次に、イについてお答えします。 

 千葉県後期高齢者医療広域連合では、年度年齢７６歳になられる方を対象に、口腔機能低下や誤

嚥性肺炎等疾病を予防し、口腔機能を維持改善することを目的に歯科口腔健康診査を実施していま

す。窓口での自己負担はなく、市で発行した受診券を持参し、市内３９か所の協力医療機関に加え、

県内協力医療機関で受診していただけます。なお、令和６年度の我孫子市の受診率は７．４％とな

っています。 

 一方、市では、虫歯や歯周病など歯科疾患を早期に発見することで、歯の喪失を予防し、そしゃ

く機能を維持することを目的に、年度年齢２０歳以上の市民を対象に６０２４歯科健康診査を実施

しています。実施内容は、虫歯、歯肉の炎症、粘膜やかみ合わせ、入れ歯の状況、口腔衛生状況な

どの検査、６０歳以上にはかむ、飲み込む機能についての検査も行っています。実施体制としては、

一般社団法人我孫子市歯科医師会に委託し、市内４８か所の契約医療機関で受診できるようにして

います。自己負担は７００円で、年度年齢７０歳以上の方は無料としています。 

 歯と口腔の健康は全身の健康を維持するためにも非常に重要であるため、千葉県後期高齢者医療

広域連合が実施している歯科口腔健康診査よりも早期に市の歯科健康診査を実施し、歯科疾患の早

期発見、治療につなげることで、歯と口腔の健康の維持向上を図っています。 

 次に、ウについてお答えします。 

 後期高齢者への健康教育、健康相談、健康増進に関する事業は、市民講演会の開催や出前講座、

７５歳介護保険サービス未利用者へフレイル予防啓発のチラシ等を個別通知し、健康づくりに関す

る啓発を実施しています。 

 また、市内３公園に設置した運動遊具を使用した遊具うんどう教室や、足腰に不安がある方向け

のポールウオーキング教室、我孫子市リハビリテーション協会と実施している強化型きらめきデイ

サービス事業でのフレイル予防体操の指導などを展開し、高齢者が主体的、継続的に介護予防に取

り組めるよう支援し、健康寿命の延伸を図っています。 

 健康相談は、市内５地区にある高齢者なんでも相談室や、市で来所、電話、訪問による相談を受

けており、市民の方が気軽に相談でき、適切に対応できるよう、相談支援体制を整えています。 

 これらの事業は、介護保険特別会計で一般介護予防事業として実施しているため、後期高齢者医

療広域連合の長寿健康増進事業としては実施していません。 

 最後に、エについてお答えします。 

 後期高齢者医療広域連合の受託事業のうち、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に取

り組んでいます。この事業は、医療・介護・健診データの分析により健康状態不明者や低栄養者を

抽出し、看護師や管理栄養士による電話や訪問指導を実施しています。そのほか、ポピュレーショ
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ンアプローチとして、高齢者の通いの場やスーパー、イベントにて、フレイルチェックや健康相談

を行い、地域での健康教育や健康相談の環境づくりに取り組んでいることから、後期高齢者医療広

域連合の事業としては実施していません。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 御答弁ありがとうございます。 

 我孫子市の健康診査事業は、受診者数も受診率も増加傾向にあり、千葉県の受診状況を上回って

いますが、どのような御努力をされているのかお聞かせください。 

 それから、歯科健診についてですが、令和６年度急激に受診者数が減っているんですけれども、

その要因をお聞かせください。 

 また、最近、誤嚥性肺炎で亡くなられる方が大変多くなっているなと思いますけれども、その防

止のために、歯科口腔健診というのをぜひ市民に周知していただきたいなと思いますが、その辺い

かがでしょうか。 

 それから最後に、低栄養・重症化予防等推進事業ですけれども、これについても市でやっていた

だいているということなんですが、これも最近、高齢者のたんぱく質不足などの低栄養というのが

大変問題になっているということを聞いていますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 以上３点です。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

○説明員（飯田秀勝君） 後期高齢者の健診の受診率の向上については、先ほど答弁の中でも少し

触れたんですけれども、広域連合が定める健康診査の内容に加えて、市の健康寿命延伸施策として、

この健診の項目のほかに市独自の健診項目を入れて、さらに超音波検査なども入れているというこ

とで、受診に対しての魅力を高めているということ。それから、市の医師会と連携して、かかりつ

け医のほうから健診の受診について、受診を促すような勧奨を行っていただいているということが

原因かなと思います。 

 歯科健診については、千葉県でもいち早く市で歯と口腔の健康づくり推進条例を制定して、平成

２４年から、今までの国の８０２０から一歩前に踏み込んで６０２４健診というのを実施していま

す。その中で、広域連合は７６歳になった年度の対象なんですけれども、２０歳から受診できます

ので、比較的早めに歯科健診を受けていただいて、既に治療につながっている方とかも年々多くな

ってきているんではないかなと考えています。急激に減ったというのはちょっと、単年度単年度で

ちょっと変動があるのかもしれないですけれども、そう感じております。 

 それから、確かに誤嚥性肺炎で亡くなる方が今増えているということで、歯科口腔健診を受けて
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いただくことで、そこには、かむとか飲み込む検査とかもありますので、市ではもっと啓発を歯科

医師会とも協力しながら、さらに啓発に取り組んでいきたいと思います。 

 あと、低栄養予防事業についても、高齢者はだんだん食べる量とかたんぱく質を取らなくなって

きますんで、そうすると筋力が落ちてフレイルにどんどんなっていっちゃいますんで、そういった

ことも併せてこういうことを周知して、取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（日暮俊一君） 内田美恵子議員。 

〔内田美恵子君登壇〕 

○内田美恵子君 御答弁ありがとうございます。 

 私、この２年間、県の広域連合の議会に出させていただいて、大変いろいろな情報もいただきま

したし、今後の後期高齢者医療制度も大変だなという危機感も少し持っておりますので、今日はそ

の現状をお聞かせいただいて、市でできることは何かなということで質問させていただきました。 

 今後も、この制度を安定的に維持し、また高齢者の医療を何とか確保していくためには、やはり

県から委託された保健事業等をしっかり取り組んでいただいて、成果を上げていただくことが、ひ

いては市の財政なんかにも寄与することだと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で私からの質問を終わらせていただきます。御答弁ありがとうございました。 

○議長（日暮俊一君） 以上で内田美恵子議員の質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後０時０７分休憩 

───────── 
午後１時１０分開議 

○議長（日暮俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市政に対する一般質問を許します。清風会椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 清風会の椎名幸雄でございます。 

 １１月１８日、大分県佐賀関で発生いたしました大規模火災において被災されました方々にお見

舞い申し上げ、一日も早い復興をお祈り申し上げます。また、先日、１２月８日の夜半に発生いた

しました青森での大規模地震、被災された方々にお見舞い申し上げますとともに、後発注意という

ことで、１週間以内に大きな地震が来るのではないかというようなお話もございました。十分備え

をしていただき、被災が広がらないようお祈りを申し上げます。 

 世界においては、アメリカ・トランプ大統領の２回目の就任、ウクライナとロシアの戦闘３年以

上続いており、停戦についての協議もめどが立っておりません。イスラエルとイスラム主義組織ハ

マスの戦闘についても、１０月に停戦が合意されましたが、まだ空爆等があり実現されません。こ
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れらの戦闘で一番被害を被るのは弱者である国民です。一日も早い終戦を願うばかりであります。 

 国内に目を向けますと、今年も猛暑に見舞われ、熱中症患者が多数出てしまいました。 

 １０月７日の新聞に、２０２５年のノーベル賞生理学・医学賞を制御性Ｔ細胞を発見した坂口志

文大阪大特任教授に授与されると。また８日には、２０２５年のノーベル化学賞を金属有機構造体

の開発をした北川進京都大学特別教授に授与されると発表されました。個人での日本のノーベル賞

受賞は３０人目（うち３人は米国籍）。日本は基礎研究者が少なく、予算も少ない。今後、ノーベ

ル賞受賞が少なくなってしまうのではないかと懸念もあると言っておられました。 

 ２０２５年１０月２１日、第１０４代内閣総理大臣に、高市早苗さんが日本国初めての女性内閣

総理大臣に就任いたしました。就任１か月を過ぎましたが、内閣支持率は７０％近くとなっており、

特に今まで政治に関心を示していなかった若者が関心を示しているようです。今後の政策を期待し

ております。 

 身近では、１０月１８日、第１０２回箱根駅伝大会の予選会が行われ、中央学院大学が出場校１

位となり、３年連続の本大会出場を決めました。印西市を活動拠点とする順天堂大学も２位に入り、

出場します。 

 前置きが長くなってしまい、御容赦いただきたいと思います。大綱２点について質問させていた

だきます。 

 大綱１、教育行政について。 

 （１）デジタル教育について。 

 平成２７年第２回定例会トップバッターで、我孫子市の情報教育について倉部俊治教育長に質問

をさせていただきました。質問は「高度情報通信ネットワーク社会をよりよく生き、社会の変化に

主体的に対応でき、資質、能力を子どもたちが身につけるようにするため、総合的な情報教育の推

進を図る必要があります。」でした。 

 １０年が経過し、今はデジタル教科書時代に。２０２５年第１回定例会において、デジタル教科

書について課題等を質問させていただきました。私の質問では常に、学校の教育は顔と顔を突き合

わせて、相手の状況を見極め、教育することが大切ではないかと主張してまいりました。御回答で

は、「紙とデジタルのそれぞれのよさを生かしたバランスのよい指導を目指しております。」でし

た。安心をいたしました。 

 情報教育時代に入ってからまだ１０年。紙の教育は何百年にもわたっています。しかし、問題は

出てまいります。２０２５年１１月１８日の読売新聞１面に、デジタル教科書「懸念」９０市区教

育委員会の６割、視力や通信障害、児童生徒の健康面や学習への影響が心配されておりますとの記

事の記載がありました。紙とデジタル、またＱＲコードなどからつながるインターネットの動画や

音声といった教材を含めて教科書とするハイブリッドが中教審から示されました。 
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 質問をさせていただきます。 

 ア、ハイブリッド型についてどのように考えられますか。 

 イ、どのようなものにも懸念材料はあります。どのように取り除くかお考えをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員の質問に対する当局の答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 初めに、アについてお答えします。 

 中央教育審議会が示したハイブリッド型教科書につきましては、紙とデジタル双方の特性を生か

した柔軟な学習スタイルの実現を目指すものと認識しております。本市では、紙の教科書を基本と

しつつ、単元や学習場面に応じて、デジタル教材や動画、音声などを活用するハイブリッド型の教

育を推進してまいります。これにより、児童生徒の理解度や学習意欲の向上につながるものと考え

ております。 

 次に、イについてお答えします。 

 デジタル教科書を利用することの懸念点として、視力の低下など健康への影響、端末の故障やネ

ットワーク障害、通信速度の遅延による学習の妨げ、学習とは関係のない端末の使用などが挙げら

れております。このような懸念点を解消するためにも、本市ではデジタル教科書のみに頼らず、紙

の教科書を基本としたハイブリッド型の教育方法を推進していく必要があると考えております。 

 また、ＩＣＴ機器の適切な活用と児童・生徒の健康管理の両立を図るため、最新の健康への影響

に関する情報を注視しながら、安全・安心な活用を最重要課題として取り組んでまいります。 

 通信障害などの環境面への対応については、９月に開始した第２次教育ＩＣＴにより、１人１台

端末を再整備し、併せて各学校のネットワーク通信強化工事を行いました。これにより、児童生徒

が必要なときに素早く１人１台端末を利用して学習することができる環境が整っております。引き

続き学校におけるＩＣＴ環境の最適化に努めてまいります。 

 さらに、児童生徒の情報モラルを含めた情報活用能力の育成に努め、教職員向けの研修は教育委

員会が主体となって実施し、児童生徒が適切かつ効果的に端末を活用できるよう支援していきます。 

 ハイブリッド型の利点を最大限に生かすため、紙とデジタル双方の教材の特性と効果的な使い分

けを追求し、誰もが安心して意欲的に学べる環境づくりに努めてまいります。また、五感をフルに

生かした体験活動の一層の充実についても同時に進め、リアルとデジタルの両立を目指してまいり

ます。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 御回答ありがとうございました。 

 教科書問題は国の最も大切な問題であります。私たちも学校では、古くから紙について、紙は極
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端な話、古代から、メソポタミアから、あるいは中国のほうから発見されて、もう何百年もたって

いるわけでございます。そしてまた文字については、象形文字だとか亀甲文字だとか、そういうも

のが発見され、それが今も何千年と続いて、紙と文字での勉強というか、学習あるいは生活をして

きたわけでございますので、やはり紙と文字、非常に大切。確かにデジタルも非常に大切。 

 ただ、私はここで、中教審がこのデジタル問題、国で全て決定するのではなく、各地方団体に丸

投げをしているんじゃないかというような感じがしてならない。もう既にこれ１０年ぐらいたちま

すけども、たしか２０３０年に結論を出すということですけれども、まだまだあと何年かあります。

やはり紙でやる授業、そしてまた顔と顔を合わせて、そして手で物を書くというのは非常に記憶に

残ることでございますので、やはり紙とそれから文字、大切に、それを中心に教育のほうを行って

いっていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に移らせていただきます。全国学力テストについて。 

 文科省は９月３０日、小学６年と中学３年を対象に今年４月に実施した全国学力・学習状況調査

（全国学力テスト）の都道府県、政令市別成績などを公表した。今年度のテストは、小６、中３と

も国語と算数・数学、理科の３教科、約１８７万人が受けました。前回、３年前の２０２２年の調

査結果に比べ、２０２５年度の得点は大幅に低下しております。成績表を見ますと、中３の数学に

上位と下位では大きな差がありました。小学算数にも差がございました。算数・数学は、学んだ内

容のその後の学習内容に関連して徐々に高度になっていき、つまずくと先の学習が難しくなり、学

力の差がつきやすい。教員がつまずきを早くキャッチして対応する。文科省の担当者は、義務教育

では学力を下支えし、誰も取り残されない教育を行うことが重要だと言っています。 

 質問をさせていただきます。学力テストの意義をどのようにお考えになりますか。お知らせくだ

さい。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。佐藤和文教育総務部長。 

〔説明員佐藤和文君登壇〕 

○説明員（佐藤和文君） 全国学力・学習状況調査では、児童生徒の学力や学習状況を把握、分析

し、教育施策の成果と課題を検証したり、学校における学習指導の充実や学習状況の改善等に役立

てたりしています。 

 我孫子市では、毎年、教育委員会で我孫子市の結果を分析し、市のホームページで公表していま

す。また、全ての小中学校でも学校の結果を分析し、理解度の低い単元や問題を把握することで、

学習指導や学習状況の改善に生かしています。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 御回答ありがとうございました。 
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 それでは次に移ります。２０年ぶりに学力低下が明らかになった原因として次のような点が考え

られますが、どのようにお考えになりますか。 

 質問をさせていただきます。ア、子どもの学校外での勉強時間の減少、イ、基礎的な知識不足、

ウ、学力格差の拡大、エ、保護者の意識変化、オ、デジタル環境の影響があると思います。 

 次に、学力低下に対する対処方法について質問させていただきます。 

 低下に対する対処方法をどのようにお考えになっておりますか。お聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。佐藤和文教育総務部長。 

〔説明員佐藤和文君登壇〕 

○説明員（佐藤和文君） （３）と（４）について併せてお答えします。 

 全国学力・学習状況調査に経年変化分析調査というものがあります。全国から抽出された学校や

保護者が調査の対象となり、近年では平成２８年、令和３年、令和６年に行われました。 

 文部科学省の発表では、平成２８年と令和３年ではほぼ横ばいか僅かに上昇傾向にあった平均ス

コアが、令和６年では低下していました。また、経年変化分析調査の結果から、令和３年と令和６

年を比較して、学校外での勉強時間が減少していることが分かりました。一方、テレビゲームの時

間、スマートフォンの使用時間は増加しています。そのほかにも、子どもと勉強の話をする保護者

の割合が減少していること、学校生活が楽しければよい成績を取ることにはこだわらない保護者の

割合が増加していることが本調査から分かりました。 

 我孫子市でも、全国学力・学習状況調査の子どもの学校外での勉強時間を経年変化で見てみると、

確かに減少しています。学力についても、我孫子市は毎年全国と同程度かやや上回る結果にあるこ

とから、全国的な傾向と同様と考えられ、議員が挙げられたようなことが学力低下の原因となって

いるものと考えています。 

 このような現状を踏まえ、市では、主体的、対話的で深い学びによる学力向上に取り組んでいま

す。クラスの中には様々な子がおり、子どもによって効果の高い学び方が違いますので、それぞれ

の子どもに合った学習となるようにします。また、地域の方に学びの場に入っていただくことで学

習効果を高めています。個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、全ての子どもに確か

な学力をつけられるような授業を進めていきます。 

 さらに、学び方についても指導していき、学校の中だけでなく、家庭学習が充実したものになる

よう家庭と連携して進めていきます。９月に導入した１人１台端末を利用したデジタル学習ドリル

の活用、千葉県が作成している家庭用学習用動画の視聴など、自分の力で学べる児童生徒を育成し

ていきます。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 
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○椎名幸雄君 ありがとうございました。 

 学校の学力の低下では、今お答えがいろいろございまして、確かにそのとおりだと思います。今、

学校の中では、特に私はちょっと考えさせられたのは、保護者の意識変化ということで、今御答弁

いただきましたけれども、成績は取ることにはこだわりませんというような保護者の方もいらっし

ゃって、これは少子化による競争力が緩和されているということや、高学歴、それから高学校歴に

勝っても、その効用が不十分というか、生かされていない、将来が保証されていないというような

ことが現在蔓延しているというか、少しそういう考えが出てきているからではないかと思いますの

で、この辺、やはり両極端になってきていると。高学歴のほうを目指す保護者と、それから、普通

の生活でいいよと、あまり無理をしないというような保護者の方もいらっしゃる。これは何とも致

し難いというような状況でございますので、この辺をうまくミックスして、学校というのは上手に

子どもたちを育てていくというのが大切ではないかと思いますので、この辺、よろしくお願いした

いと思います。 

 そのほか、私は、この中でやっぱり学力低下の最大の原因は、教職員の多忙化があるのではない

かと考えます。ということは、朝、私たちが起きて何かしているうちに、もう７時頃には子どもた

ちが学校へ出かけていくわけですね。それでまた夕方になれば、よく吹奏楽部の練習だとかが聞こ

えてきます。かなり遅い時間までやっています。そうしますと先生が学校にいる時間が非常に多く

なってしまうということ。それでまた先生は、学校から帰ってから次の日の学習の予習もしなけれ

ばいけない、そういうことがあると思うんですよね。 

 ですから、一番先生の多忙化ということは、教職員が不足しているのか、これは国のいろいろな

問題があるでしょうけれども、よく国は、子どもは国の宝だと言っておりますけれども、それを教

育する先生が少ない、あるいはそれをサポートする人が少ないということは、やはり一つの大きな

問題ではないかと思います。特に、国はこの辺を十分に考えていただかなければいけないのではな

いかと私は思うわけでございます。 

 それからあと一つ、文科省の令和５年度公立学校教職員の人事行政状況調査によると、精神疾患

によって休職する職員の数が２０２１年以降明確に増加している。これはやはり先生の勤務時間だ

とか、よく教職員はブラックというように言われていることがございますけれども、この辺の問題

があるのではないかと思います。 

 ということは、ちょっと調べますと、この調査によりますと、２０２２年、令和４年は６，５３９

人、教職員の全体の０．７１％、２０２３年には、これは令和５年７，１１９人、０．７７％が、

精神疾患ということで休職だとかそういうことをされている。 

 それからあと、次の質問でもしますけども、教職員の不祥事の一つの原因になっている問題、や

はりこれも精神的に非常に追い詰められているというような先生方がいらっしゃって、そのうっぷ
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んを晴らす意味ではないですけれども、そういうようなところに行ってしまう先生もいらっしゃっ

たということではないかと思いますので、この辺、どのようにこれから対処していくのか、お答え

をお願いいたします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。佐藤和文教育総務部長。 

○説明員（佐藤和文君） 今、議員言われたとおり、教員の負担増というところが原因の一つでも

あるんじゃないかというところで、現在も、教員の負担を軽減するために業務改善だとか働き方改

革だとか、そういったもので、子どもと向き合う時間を多く取れるような取組は今も進めておりま

すので、今後も引き続きそういった改革、取組を進めて、子どもの学力向上に向けて頑張っていき

たいと思います。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 では次に移ります。教職員の不祥事について。 

 テレビ、新聞等で教職員の不祥事が数多く報道されており、多くの保護者が心配しているところ

でございます。千葉日報２０２５年１１月２０日の記事によりますと、本年度の懲戒処分件数が例

年を上回るペースである。本年度の処分は体罰や飲酒運転などを含めて全体で１９件、うち免職は

９件（１１月１８日現在）、わいせつやセクハラなど性暴力等事案の処分は１１件、うち免職は６

件で、今年度末まで４か月を残して昨年度の件数を超える事態となっている。学校は子どもたちが

安心して勉学にいそしむ場所でなければなりません。 

 質問させていただきます。学校及び教育委員会は常日頃どのような対策を取られているのでしょ

うか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） ここ数年、千葉県内では教職員が不祥事により懲戒処分を受ける件数が多

数報告されております。 

 本市におきましても、５月２６日に、市内の公立学校に勤務する職員が県内の複数施設内におい

て盗撮行為を行ったことにより、千葉県教育委員会から懲戒免職の処分を受けました。これを受け

て、５月２７日に市内全教職員に向けて、学校内での携帯電話、スマートフォンの取扱いについて

の文書を発出し、原則、個人の携帯電話、スマートフォンは教室内に持ち込まない、行事等児童生

徒の活動をカメラ等で撮影する際には学校のカメラなどを使用し、個人の携帯電話、スマートフォ

ンは使用しないなどのルールの周知徹底を行いました。また、市内全教職員が集まる研修会におい

ても、教育公務員としての自覚を持つよう促しました。そのほかにも、教育委員会として、校長会、

教頭会にて不祥事根絶について指導したり、各中学校区で不祥事防止研修を行ったりしております。 
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 各学校では、千葉県から出されている「不祥事根絶の未然防止に係る自己分析シート」を活用す

るなど、毎月、不祥事防止研修を行っております。そのほか、校内で盗撮などが起きる状況を発生

させないために、管理職が見回りを行い、死角となる教室の点検や使用しない教室の確認などを行

っています。また、ＰＴＡや学校運営協議会委員など第三者の視点からも、年に数回、校内の点検

をしております。 

 一番大切な子どもの安全や権利を守るため、引き続き不祥事を未然に防ぐための風通しのよい職

場づくりに心がけ、教職員一人一人が不祥事を絶対に起こさないという強い気持ちで研修や環境整

備に取り組んでまいります。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。非常に難しい問題ですけれども、やはり子どもた

ちあるいは保護者の皆さんの安心のために、よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、大綱２、総務行政について。 

 千葉工業大学との包括連携協定の提案について。 

 令和３年第４回定例会において、千葉工業大学との包括連携協定締結を提案いたしました。御回

答は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、包括連携については今後研究してまいりますでし

た。川村学園女子大学の青山キャンパスが２０２７年閉学と言われています。川村学園女子大学と

の連携事業は多岐にわたり成果を上げてまいりました。連携事業が減ることは残念です。令和３年

第４回定例会の提案から４年がたちました。 

 皆様も御承知のとおり、２０１１年、平成２３年東日本大震災で被災した福島第一原子力発電所

原子炉建屋の原子炉の内部に初めて調査に入ったのが、千葉工業大学が開発した原発災害対応ロボ

ット「Ｑｕｉｎｃｅ」です。現在の学部は先進工学部未来ロボティクス学科です。介護福祉ロボッ

トをはじめ、最先端ロボットの研究開発に取り組んでおります。学生チームが製造した超小型衛星

「ＢＯＴＡＮ」が２０２５年、令和７年１０月１０日、国際宇宙ステーションから宇宙空間に放出

され、高度４００キロメートルの軌道を数か月間周回し、オーロラ撮影などを試みる。 

 大学には１７学部があり、教授等教職員約２６０名、今年度受験応募数１５万人、全国１位、生

徒数、大学院生を含め約１万人。大学は教育、研究とともに、大学の使命の一つである社会貢献の

一環として、県内の市町と包括連携協定を締結し、それぞれの地域が抱える課題を本学が所有する

技術、技能を活用し解決を図るとしています。年間活動計画指標として、小中学生を対象とした出

前授業の開催２０回、高校生を対象とした課題探究授業などへの教員派遣１０回、学校教員・地域

住民を対象とした教育講座の実施５回、その他オンライン講座の開設開校、さらにＩＣＴ教育の支

援などを行うとしています。 
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 現在、千葉工業大学と包括連携協定を結んでいる近隣自治体は、習志野市、浦安市、千葉市、船

橋市、市川市、酒々井町などがあります。教育、文化・スポーツ振興、人材育成に関すること、ま

た、宇宙探査機「はやぶさ２号」の地球への帰還などにより、宇宙への興味、関心などを持つ人も

多くなってきていると思います。自分の周りにも、見渡すといろいろなロボットが活躍しています。

機能、システムを知りたいと思う子どもたちも多くなってきていると思います。ぜひ直接考え、携

わっている人と接し、肌で感じたい人もいると思います。 

 質問をさせていただきます。 

 ア、千葉工業大学との包括連携協定を結び、市民の方々、子どもたちに未来の夢、考えをさせて

やってほしいと思いますが、どのようにお考えになりますか。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） 大学との連携については、現在、中央学院大学、川村学園女子大学、聖

徳大学並びに聖徳大学短期大学部の３大学と協定を締結しており、主な協定の内容は、市内小中学

校での学習支援や市主催イベントへの学生ボランティアの派遣、教育実習の受入れなどによる人的

連携、有識者として大学教員の審議会等委員への委嘱や市の実施する調査へ協力をいただくなどの

知的連携、総合防災訓練や市職員採用試験会場として大学施設を使用するなどの物的連携となって

おります。 

 御提案の千葉工業大学とは連携協定の締結に至っておりませんが、現在では、我孫子市文化財審

議会に委員として同大学の教授に就任いただくなど、少しずつではありますが、交流の機会も生ま

れている状況です。 

 連携協定の締結に向けては、互いに協力し、必要な施策等に取り組む分野が複数あることが重要

であると考えております。そのため、今後、各部局において、千葉工業大学と連携すべき事業があ

るかなど全庁調査を行った上で、協定の締結について検討を進めてまいります。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 答弁ありがとうございました。 

 今、川村学園女子大学や何かもいろいろなイベントで参加されて、そのとき食材を使ったとかい

ろいろ提案されたと思うんですけれども、例えば大学から、ロボット関係を研究している、あるい

は学んでいる生徒でも、あるいは助手でも先生でもよろしいですけども、そのイベントのときに来

ていただいて、そういうブースを設けていただいて、その中で子どもたちにこういうことがあるん

だよと。あるいはロボットの模型だとか、それから衛星の模型だとかを持ってきて、皆さんに展示

して、それで触っていただいて、そうすれば子どもたち、科学というか、これからの研究というか、
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いろいろなものに興味を示して、ぜひそういうことをしてみたいと思う子どもたちも出てくると思

いますので、その辺、ぜひいろいろなイベントの中にブースを設けて、大学の生徒でも誰でもいい

ですから、やるというような方法もぜひ考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。御答弁をお願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

○説明員（高見澤隆君） 千葉工業大学とは、先ほど答弁をさせていただいたとおり、審議会の委

員の就任などから始まりまして、今は市も、先ほど椎名議員からありました１７学部学科の御紹介

ありましたけれども、職員採用もそういう工業系の職員も非常に市としても必要としていることか

ら、その辺も大学のほうには今お願いをしているような状況です。 

 そんな中で、今度は工業大学さんのほうの市のイベントへの参画というようなお話ですけれども、

やはり建築分野であったり情報分野であったり、市の施策と合致するところも今後調査研究を重ね

ていけば、そういうところが見つかるんだろうというふうには思っておりますので、先ほど申しま

した全庁調査も含めまして、あと子どもたちのためにというお話もありましたので、そこも教育委

員会のほうと調査をさせていただきながら、合致するものがあれば前に進めていくようなことで考

えていきたいというふうに思います。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。千葉工業大学の卒業生も我孫子市の職員として頑

張っておられましたし、私も、それから江川議員も卒業生でございますので、その辺よろしくお願

いを申し上げます。 

 次、川村学園女子大学の閉学について。 

 ２０２５年、令和７年９月２４日、福島民友新聞に、医療創生大学（福島県いわき市）が川村学

園女子大学の事業継承に関する協議を開始したとの報道がありました。川村学園女子大学は１９８８

年開学し、女子大学として人気があり名門女子大学でありました。学部の一部が我孫子キャンパス

として開学いたしました。市のイベントなどでは、地元の食材を使用した料理などを提供し、市民

に親しまれておりました。報道によりますと、２０２７年で閉学するとのことですが、市に今後の

ことについて相談等がありましたでしょうか。併設する保育園については今後どのようになります

でしょうか。 

 質問をさせていただきます。 

 ア、川村学園女子大学から報道について相談等がございましたでしょうか。 

 イ、併設されている保育園は今後どのようになるのでしょうか。お聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 
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〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） アとイについて併せてお答えいたします。 

 川村学園女子大学は、５月２３日に文学部国際英語学科、生活創造学部の２０２６年度以降の募

集停止を発表後、９月１８日に医療創生大学と文学部、生活創造学部、大学院の譲渡に関する協議

を開始したことを公表しました。その後、９月２９日に川村学園女子大学学長が来庁され、これま

で報道のあった件の経過等について市長に説明をいただいております。その際、川村学園女子大学

附属保育園及び隣接グラウンドについては、今回の件とは関係なく、現段階においては引き続き運

営していくと聞いております。 

 なお、１２月に入り、譲渡に関する協議の進捗状況について大学に確認したところ、９月時点と

変わりがない旨の回答をいただいております。 

○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 御回答ありがとうございました。 

 川村学園女子大学の敷地というか、あそこの面積、非常に広い大きな場所でございますので、今

後の活用方法については、やっぱり市としても注視して、どのような方向になっていくのか十分検

討して、また、相談があるかも分かりませんけれども、ぜひ市民の活用ができるような場所という

か、それのほうにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次、外国籍の子どもの就学について。この件につきましては、午前中の内田議員の質問と非常に

重複する点がございますので、一部割愛をさせていただき、一部だけ質問させていただきます。 

 外国籍で我孫子に登録されている人たちの納税状況はどのようになっているか、お聞かせくださ

い。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 本市における個人住民税の外国人納税者は、令和６年度で１，２６２人

となっており、令和７年度当初課税時点では１，９４８人になっております。外国人住民の増加に

伴い増加しています。また、令和６年度の市県民税普通徴収の徴収率は、日本人で９５．６５％、

外国人は８７．７８％と、外国人が低い状況にありました。 

 外国人納税者には日本人納税者と同等の納税対応を行っていますが、言語の壁による理解不足を

補うため、令和７年度から納税催告書の英語表記を開始しました。さらに、東京出入国在留管理局

と連携し、外国人滞納者向けに生活支援ポータルサイトの案内を同封し、納税制度の理解促進に努

めています。今後も徴収率向上に向けて、外国人納税者が円滑かつ公平に納税できるよう環境整備

に努めてまいります。 
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○議長（日暮俊一君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 ありがとうございました。 

 やはり今、我孫子も大分外国の人が増えてきております。先ほど内田議員のほうからも御質問ご

ざいましたように、学校等にも子どもたちを通わせていくと、あるいは日本の法律というか、あれ

の中でも、日本国籍のある外国人はぴしっと教育をしていただくということになっておりますので、

税金につきましても日本人と同じような感じで、ただ国によってはいろいろ制度だとかあれが違う

と思いますので、その辺を十分御説明をいただいて、ぴしっとした納税をしていただくように指導

していっていただきたいと思いますので、その辺よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わりにさせていただきます。御丁寧な御答弁ありがとうございました。また、

御清聴ありがとうございました。 

○議長（日暮俊一君） 以上で椎名幸雄議員の質問を終わります。 

 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 芹澤正子です。よろしくお願いいたします。 

 ちょっと前置きが長くなりますが、「男女共同参画宣言都市」と市役所の入り口に大きな看板が

立っています。日本で２０歳以上の男女に参政権をと決めたのは敗戦後のＧＨＱでした。 

 戦後８０年を迎え、市川房枝の名前を知っている人は１割程度とも言われています。市川房枝は

日本女性の参政権の母とも言われております。１９６４年、これは前に言ったことがあるんですが、

神戸市と郡山市で女性の市議会議員の選挙のとき、郡山市に応援に来た市川房枝さんに私はお目に

かかっています。友人の母親が教員を辞め、選挙に出て無事当選しました。市川房枝は理想選挙を

掲げ、きれいな選挙、お金のかからない選挙、出たい人より出したい人を貫きました。農家に生ま

れ、教育を受け、記者をしたりしました。１９５３年、市川房枝は６０歳で参議院議員になり、

１９８０年、何と８７歳で第１位で衆議院議員となり、残念ながら翌年、８８歳で心筋梗塞でお亡

くなりになりました。 

 私は、市川房枝記念会で政治の初歩を学んだときの話です。市川さんが背中を丸め夜行列車で遠

くまで行き、朝、市民の前に着くとしゃんとしていたというエピソードも聞きました。そして、質

素を自分だけでなく周りの人にも要求し、困ったということも聞いたりしました。 

 ２０００年頃、我孫子市では定数３０人中１１人が女性の時代があり、当時全国で第３位でした。

現在は２４人中６人が女性です。男女共同参画の世界一の順位のアイルランドでは、全国一斉に、

あらゆる業種の女性たちがストライキを行ったとのことでした。先述の国内の女性新聞記者の割合

もまだ２割程度だとありました。 
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 今回、高市早苗さんが初めての女性の総理大臣になりました。維新の石井苗子さんは「たかいっ

ちゃん」と呼び、結婚式にも出席していたそうで、来たれ、女の時代という本を書いていたので、

次は来たぞ、女の時代だとも言っていました。 

 前置きはそこまでです。質問をします。 

 大綱１、総務企画行政。 

 （１）パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度。 

 多様性尊重の社会の推進の中で、今年２月１日から我孫子市はパートナーシップ・ファミリーシ

ップ届出制度を開始しました。半年余りがたち、また、毎年６月は男女共同参画月間です。今年は

市民プラザで、「家族ってなあに？～自分らしい暮らし方を考える～」という中央学院大学学長の

大村さんによる講演会が開催され、好評でした。 

 ア、パートナーシップ・ファミリーシップの届出の現状と課題をお尋ねします。 

 イ、他市との関係において、転入・転出の場合の問題と課題がありましたらお知らせください。 

 ウ、啓発活動・広報はどのようにされているかお知らせください。 

 （２）庁内ＤＸの現状をお尋ねします。 

 この数年、様々な分野でＩＴ化、そしてＤＸ化が進んできました。保育園のお休みの連絡は電話

でなくスマホでとも聞きますし、予算書の中に郵送料何百件とあると、早く何とか他の方法でなど

と考えたりもします。うちの自治会ではＬＩＮＥ登録を始めました。いずれ、いつか回覧板は不要

になる日が来るかと思います。 

 ア、我孫子市でのＤＸ化の取組の現状と課題をお尋ねします。 

 現在、千葉県庁では、大きな予算を使って、限られた部門ではありますが、例えば机の袖をなく

して広いスペースを使って、あらゆる面でそこの分野のＤＸ化を図ったとありました。まず身近な

ところでペーパーをなくすなど、効率化を重ねていくことが大切だと考えます。 

 イ、取組の結果、業務の効率化が図られ、想定される経済効果についても詳しくお尋ねします。 

 お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員の質問に対する当局の答弁を求めます。海老原郁夫市民生活

部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） 私からは、（１）のア、イ、ウについてお答えします。 

 初めに、アについてお答えします。 

 パートナーシップ制度の届出件数は、１２月１日現在７件です。ファミリーシップ制度の届出は

ありません。 

 全国的な制度上の課題としては、法的拘束力がないため利用できる機会が限られている点などが
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挙げられますが、市の制度について独自の課題はないと捉えています。 

 次に、イについてお答えします。 

 我孫子市では同性や異性を問わず利用できますが、この制度は各自治体ごとの運用となっている

ため、他の自治体では同性パートナーでなければ利用できない場合もあります。そのため、転入・

転出の際に制度の継続性や手続の整合性に課題が生じることがあります。 

 最後に、ウについてお答えします。 

 本制度の周知を図るため、令和７年度の啓発テーマを「多様性を認め合う地域を目指すこと」と

しました。６月の男女共同参画月間には新しい家族の形をテーマにした講演会を開催し、「広報あ

びこ」６月１日号の１面では、「多様性を認め合う地域を目指すこと」の特集を組みました。また、

あびこショッピングプラザで啓発グッズを配布するなど、様々な場面で啓発活動を展開しました。

さらに、令和８年１月にはトランスジェンダーの方を講師に招いた講演会を開催する予定です。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） 私からは、（２）についてお答えいたします。 

 初めに、アについてお答えいたします。 

 我孫子市では、ＤＸ化推進の一環としてＬＩＮＥを活用した手続のオンライン化を進めています。

今年度は国勢調査に関する相談に対応するため、ＬＩＮＥによる窓口を開設したほか、１２月２０

日に予定している市制施行５５周年記念フィナーレイベント、手賀沼ランタンでのスカイランタン

購入申込みなど、新たに４８業務のＬＩＮＥ申請受付を開始しました。これにより、市民の皆様が

時間や場所を問わず手続が可能となったほか、キャッシュレス決済や電子データによる通知などに

も対応したことで、利便性が大幅に向上したものと捉えております。また、職員側においても、手

続をデータで一括管理できるようになったため、書類や現金の取扱いが不要となり、業務の効率化、

省力化につながっております。 

 しかし、部署によっては、デジタル技術の知識やスキルを持つ人材が不足しており、ＤＸ化の推

進が十分に進んでいないという課題もあることから、１１月に管理職を対象にＤＸ推進研修を実施

したところです。こうした研修を通して職員のスキルアップを図っていきたいと考えております。

また、今年度から市職員のデジタル庁への派遣も行っており、今後もさらなるＤＸ化推進に向けて、

デジタル人材の育成に努めてまいります。 

 次に、イについてお答えいたします。 

 ＤＸ化の取組により、各種手続がデータで管理されるようになった結果、ペーパーレス化が進み、

印刷費や郵送費などの経費の削減につながっています。さらに、市民の皆様が市役所へ来庁する負

担が大幅に減り、職員においても、業務の効率化によって生まれた時間を他の業務に充てることが
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できるなど、双方の時間的価値が向上し、経済的な効果の創出につながっているものと考えており

ます。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 回答ありがとうございました。 

 パートナーシップのほうの（１）では、トランスジェンダーの当事者が講演をしてくださるとい

うことでしょうか。 

 続いて、（２）のほうは、データが一括化されて、ペーパーレス化で来庁が不要で、非常によい

というのがあったんですが、管理職に講習したというだけで、あるいはデジタル庁に派遣をします

というだけで、全庁的には広がりがまだまだかと思うんですが、その辺をもうちょっと詳しく説明

してください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

○説明員（海老原郁夫君） 御質問は１月の講演会の件ということでよろしいでしょうか。講演い

ただく方は、元なでしこ女子サッカーリーグの方でトランスジェンダーの方、この方が講演をして

いただけるという形となっています。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 

○説明員（高見澤隆君） 職員についてなんですけれども、まず答弁で申し上げたとおり、今年度、

管理職研修を、ＤＸ研修を実施したところですけれども、この研修計画は、これからずっとＤＸ化

を進めていく中で段階的に行っていく予定で、令和８年度は係長級を実施する予定です。そのほか

にも担当職員によるＤＸ研修のほうも進める予定でございます。 

 それから、窓口の開庁時間短縮もこれから実施する予定ですけれども、そこで生み出される時間

帯なども、受付時間前、業務終了後に、そういったＤＸの処理をその時間を使ってスキルのある職

員から浸透させていくというようなことも狙いとしてありますので、そこら辺はしっかりと進めて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 ありがとうございました。お金も財政の裏づけも要ることもあるので、全部一遍に

は進まないと思うんですが、もう時代的にどんどん進めていただくように要望しておきます。 

 次、大綱２、災害対策。 

 （１）治水対策。 

 今年の治水対策事業費は１８億円です。我孫子市は、中長期の治水対策から範囲を決めて一定期

間、それでたくさんの費用と長期が必要だということで、今まで次々と整備を重ねてきました。今
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残っているところから質問させていただきます。 

 ア、布佐排水区の整備の進捗状況をお伺いします。変更はないでしょうか。 

 イ、柴崎排水区の整備、天王台６丁目を含みます。それをお尋ねします。 

 ウ、根戸地区、子の神地区については、他の地区の終了後に整備と聞いていましたけれども、国

のほうで費用対効果という言葉も聞かれたというふうにちらっと聞きましたので、この２地区を整

備する日は来ないのであろうかということをお尋ねします。 

 （２）土砂災害対策。土砂災害防止法で土砂災害対策の警戒区域が増加しました。 

 一度お尋ねしているんですが、ア、土砂災害の緊急指定場所は当事者にじかに伝えるとありまし

たけれども、実際の災害時にはどのように伝達するのか、再確認させてください。 

 イ、並木９丁目と妻子原地区間の道路の安全確保、これは道路脇の斜面からの土砂堆積除去と倒

木の危険性と電力通線、これはいわゆる電線ですね、覆っている枝葉への対応については、令和５

年１２月から令和７年２月にかけて実施済みですけれども、電研下Ｙ字路から妻子原の階段下まで

の区間の安全確保への対応が残っています。今後の予定をお聞かせください。また、枝葉は時間経

過で伸びますので維持管理が必要です。住民からの情報把握と要求ではなく、市が把握、監視をお

願いできないでしょうか。 

 ウ、イと同じ箇所の道路上に堆積している土砂と、そこに堆積している樹木への対応です。 

 道路幅が土砂により本来の幅が確保されていないことに対して、市の対応方針について質問した

際、道路課の回答は、問題意識はしているものの、具体的な取組までは回答できる状況になってい

ないという現状だとのことでした。これは民有地と境界位置を確認はしたが、路上に流れ堆積して

いる土砂を取り除くには、民有地の土砂が崩れないしっかりした対策が必要であり、対応方法を検

討中とのことでした。しかし、最初の質問から約８年が経過した今年１１月の回答も同じでした。 

 市内全域で同様のところが多数あることは分かりますが、それだからこそ対応の中長期計画を立

てて、それに沿って、あるいは途中では状況により見直しを行いながらで進めていくことが必要で

す。そのことを行政に求め続けてきていたのですが、それに対しての回答はありませんでした。１

か所ずつでも危険度の高いところから具体的な対応を進めていけば、１０年後、２０年後には前進

しています。止まるのではなく、ぜひとも市には危険度の高いところから災害軽減への中長期取組

を進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 エ、避難場所でのＷｉ－Ｆｉの利用について、体育館などＷｉ－Ｆｉの設備のない場所につけて

いただきたいのですが、いかがでしょうか。現在のところはスマホの充電器のみです。情報の収集

が非常に大切な場面ですので、ぜひとも整えていただきたいと思います。 

 オ、最近の備蓄品の食べ物は進化していて、お湯を注ぐだけで容器を洗う必要もないという便利

なものまであります。我孫子の備蓄品の内容をお尋ねします。また、賞味期限に近くなったものを
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現在避難訓練などで参加者に配布したりしていますが、これを安い金額で市民に頒布するのはいか

がでしょうか。うちにも避難訓練に参加したときに備蓄品をもらってきたものがあります。ハンデ

ィーといえばハンディーなのですが、ビスケットが手のひらに乗る大きさです。もっとしっかりし

たものを充実させてくださるよう要望いたします。 

 カ、避難準備の大切さをもっと広報してください。最近の大分市での大火災でも、住宅が１７０

棟も焼けましたが、死者がたった１人だけだったのは避難訓練をしていたからだったと聞きました。

また、外国でも大勢の死者が出た災害の中で死者がゼロだったまちがありました。それは、災害を

想定して毎日１２時に避難訓練のサイレンを鳴らしていたのです。１２時でない時間にサイレンが

鳴ったので、市民はいざと素早く避難できたからだと言いました。この２件の事例からも、いかに

常日頃の避難準備が大事かと、もっと我孫子市民に伝えていただけますか。 

 そこまででお伺いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原正建設部長。 

〔説明員海老原正君登壇〕 

○説明員（海老原正君） 私からは、（１）のアからウと（２）のイ、ウについてお答えします。 

 初めに、（１）のアについてお答えします。 

 布佐排水区の整備は、繰越しした６工区について９月末に完了しました。引き続く７工区は県道

千葉竜ケ崎線と県道布佐停車場線での工事となり、１０月に契約し、２か年継続事業として令和９

年２月の完了を目指します。この工事では交通規制を伴うため交通渋滞が予想されますが、関係機

関と調整の上、安全を最優先に工事を進めていきます。 

 次に、イについてお答えします。 

 柴崎排水区の整備は、３工区について、工事に支障となるガス管及び水道管の切り回し工事を進

めており、完了次第、既設雨水管の撤去及び幹線整備工事に着手します。また、４工区の準備工事

を進めるとともに、協議に時間を要することが想定されるＪＲ横断部については、引き続き協議を

進めていきます。 

 次に、ウについてお答えします。 

 浸水対策事業は、過去の浸水被害状況を踏まえて、布佐排水区及び柴崎排水区について進めてい

るところです。気候変動に伴い浸水被害が激甚化、頻発化する中、既存の施設の老朽化も進んでい

ます。施設の整備や改修には多額の予算と期間が必要であるため、その他の地区については、浸水

被害や施設の老朽化状況を踏まえて、交付金や補助金について国の動向を注視しながら事業化につ

いて検討していきます。 

 次に、（２）のイについてお答えします。 

 電研下Ｙ字路から妻子原の階段下までの区間において、道路用地から伸びている樹木について、
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地域の安全性を高めることを目的として令和５年度に剪定を行いました。その後、令和６年度は妻

子原地区側の樹木剪定及び土砂撤去を行い、令和７年度には並木９丁目地区側の樹木剪定を予定し

ています。令和８年度以降は、樹木や土砂の堆積状況を見ながら対応について検討していきます。 

 また、監視体制について、我孫子市の道路は総延長約５００キロメートルあるため、市による監

視には限界があります。市民の皆様からの情報提供は市にとって非常に貴重ですので、お手数です

が、従来どおり情報提供いただけますようお願いいたします。 

 最後に、ウについてお答えします。 

 電研下Ｙ字路から妻子原の階段下までの区間では、民有地のほうが高く、道路用地の一部が斜面

となっています。また、土砂災害警戒区域に指定されていることや道路幅が狭いことなどから、道

路の所有者として課題があると認識しています。一方、市内には同様な箇所が多数あることから、

全ての箇所において道路整備や安全対策を講じることは困難な状況です。そのため、災害時には各

省庁や市が発信する情報を収集し、必要に応じて早めの避難をお願いいたします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） 私からは、（２）のア、エ、オ、カについてお答えします。 

 初めに、アについてお答えします。 

 市では、土砂災害警戒区域にお住まいの世帯に対して、毎年６月の土砂災害防止月間に併せて、

土砂災害からの被害に備え、積極的な情報収集と早めな避難を呼びかける通知を個別に送付してい

ます。土砂災害警戒情報が発表され、市から避難指示などを発令した場合には、防災行政無線や市

ホームページ、ＬＩＮＥ、Ｘ、メール配信などを通してお伝えしています。雨や風が強い場合には

防災行政無線が聞こえにくい場合もありますので、個別の通知の中には、防災行政無線情報を入手

するための防災行政無線のフリーダイヤルによるテレホン案内やＬＩＮＥ、メール配信への登録方

法、土砂災害時に開設される避難所の情報などをお知らせし、命を守るための早めの避難を呼びか

けています。 

 次に、エについてお答えします。 

 緊急避難場所については、緊急的かつ一時的に避難するための学校のグラウンドや公園等の広い

スペースとなるため、Ｗｉ－Ｆｉを整備する予定はありませんが、避難所となる小中学校の体育館

については既にＷｉ－Ｆｉを整備しています。このＷｉ－Ｆｉについては、避難所として開設した

場合に使用が可能です。 

 次に、オについてお答えします。 

 市が備蓄している食料については、アルファ米やパン、ビスケット、クッキー、うどん、ラーメ

ン、おかゆ、粉ミルク、液体ミルクなど、地震や風水害が発生し避難所を開設した際に、幅広い年
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代の方に提供できるよう様々な種類の食料を備蓄しています。 

 これらの備蓄食料のうち、消費期限の迫ったものについては、自主防災組織が実施する防災訓練

や市が主催する防災訓練などにおいて、参加者に無料で配布を行い、試食していただくことで有効

に活用しています。今後も、市が備蓄している食料のうち消費期限の迫ったものについては、多く

の市民の皆さんに備蓄食料について知っていただくため、防災訓練などの機会を通して無料で配布

を行っていきますので、安価での販売については考えておりません。 

 最後に、カについてお答えします。 

 災害が発生した際に、安全な避難を行い、生命を守る取組を進めるためには、事前の準備が非常

に大切です。特に、安全な避難を行うための事前の準備として、ハザードマップの確認や防災訓練

への参加、持ち出し品の備蓄などがあります。これらの事前の準備の大切さについては、これまで

も市広報や市ホームページ、あびこハザードマップ、出前講座などを通して、市民の皆さんに対し

て繰り返しお伝えしてまいりましたが、今後も引き続き、できるだけ多くの機会において広く周知

を図っていきます。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 ありがとうございました。 

 治水対策のイ、これはＪＲが横断するのに非常に時間がかかるというのは前から聞いているんで

すが、そのことによって、早くにその分岐点から樋管のほうまで行けば並木からつくし野に来る水

量が減るんで、できるだけ早くというのを、昔、カミナガさんという人の時代からずっと言われ続

けてきたことなんです。それで、今、６号線は横断できたので、ＪＲのところのいろんなものが大

変なのは分かるんですけれども、もうちょっと見通しというのは、新たに公表できるものはないで

しょうか。 

 それから、土砂災害対策のアですけれども、防止月間に個別に送付するというのと、実際にはＬ

ＩＮＥ、Ｘ、メール配信したり、防災無線が聞こえないところにはフリーダイヤルにとかという、

そういうことをしますと言うんですが、じかに伝えるということはどうしても難しいとすると、も

うちょっとふだんのときに、土砂災害の緊急指定場所の当事者にこれ以外の方法はないかどうか、

もう一度聞かせてください。 

 それから、Ｗｉ－Ｆｉは、小中学校の体育館は済みとありましたけれども、例えば北近隣センタ

ーは、１階のラウンジというか、事務室にはあってラウンジにはあるんですが、例えば２階の会議

室にはそれは届かないんです。だから、広い広場とかそういうところのＷｉ－Ｆｉは無理ですけれ

ども、近隣センターのまだ配置していないところにはぜひＷｉ－Ｆｉの設備をお願いします。 

 それから、備蓄品の食べ物は、アルファ米とかラーメンとか粉ミルクとか、幅広い年齢向けで、
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やっぱり避難訓練などで賞味期限が近いものは配布しているとあります。これは、小さいビスケッ

トでもやむを得ないというのが納得しましたので、これは結構です。 

 それと、我孫子市内は５００キロメートルもあるから、やっぱり住民の情報は大事なので、同じ

ように住民からの情報を待つということになっています。 

 ただ、治水対策のウですけれども、８年が経過していても同じだからというのは、１０年後、

２０年後のために、所有者がなかなか見つからないとか大変であっても、一つずつでもいいですか

ら、危険度の高いところから災害軽減への中長期取組を進めていただきたいというのをもう一度お

伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原正建設部長。 

○説明員（海老原正君） まず初めに、（１）治水対策のイ、柴崎排水区の関係ですけれども、今、

予定としては、３工区と、また４工区のほうを進めています。４工区のほうは、令和９年度までに

柴崎神社の下のところまで整備する予定で今進めているところです。それで、そこからまたＪＲの

常磐線の下を通していくという予定なんですけれども、この辺はＪＲとの協議というところで進め

ておりますので、それを渡っての南側での接続というところはまだ、見通しというのはあと数年か

かる見通しでございます。 

 それと、（２）の土砂災害対策のウのほうであります。建設部として、あそこの現状というのは

問題があるとは認識しております。ただ、同様な場所が市内複数ございまして、それで現在、道路

の舗装とか、そういった剝がれとかもあって、あとは橋梁とかの点検、補修というところも、そち

らのほうに事業費を投入しております。なかなか現状の土砂のところは複数箇所があるというとこ

ろで、計画をつくって順次進めていくという段階ではございませんので、その辺については、土砂

とかが道路に堆積しているような状況があれば、状況を見ながら対応していきたいと思います。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

○説明員（海老原郁夫君） 土砂災害警戒区域にお住まいの方への周知方法なんですけれども、個

別にというお話、御質問でしたが、既に個別に通知を行っている中で、その通知の中に、情報の収

集の方法ですとか、そういったお知らせも通知としてお渡ししております。ただ、それを個人の方

が情報として取っていただくような方策については、これから我々もいろいろ方策を考えていこう

というふうには考えています。 

 それと、近隣センターとかのＷｉ－Ｆｉ、避難所となるところのＷｉ－Ｆｉについては、使える

状況であっても届きにくいという状況はあまり好ましくありませんので、これからも充実について

は検討はしていきたいというふうに思います。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 
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○芹澤正子君 ありがとうございました。それぞれ長い期間と大きなお金、それで国からの補助金

を待っていたり、いろんなことがたくさんありますけれども、これまでもちゃんと一定のレベルで

というか、やれることはやってきたのはよく存じております。これからもどうぞよろしくお願いい

たします。 

 最後に、大綱３、ＡＥＤ関係。 

 ＡＥＤに関する市民の認識も高くなってきています。一度講習を受講すれば、必要な場面に遭遇

した場合に素早く反応できます。市内児童生徒への講習は非常に大切だと思います。 

 （１）一般のＡＥＤ講習の最近の状況をお尋ねします。 

 （２）市内小中学校でのＡＥＤ講習を開始してから約半年を経過いたしました。現状をお教えく

ださい。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。宮崎治消防長。 

〔説明員宮崎治君登壇〕 

○説明員（宮崎治君） 初めに、（１）についてお答えいたします。 

 令和７年度における応急手当講習会の実施状況につきましては、１１月末までに１３１回実施し

て、受講者は４，５４３人となっております。前年の同時期と比較いたしますと、開催回数が１９

回増加いたしまして、受講者は９４２人の増加となっております。 

 次に、（２）についてお答えいたします。 

 令和７年度における市内小中学校での応急手当講習会の実施状況につきましては、１１月末まで

に小学校が２校、中学校が３校で、合計１８回実施いたしまして、受講した児童及び生徒は８６８

人となっております。中学校につきましては、残りの３校からも申請を受け付けておりまして、今

年度中に実施する予定でございます。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 ありがとうございました。 

 小中学校が合計で８６８人と今教えていただいたんですが、最終的に小中学校は１年間で何人に

指導というか講習をする予定でしょうか。 

 また、一般のＡＥＤの講習は随分これ、回数も増えたし人数も大勢いますけれども、消防署の職

員が全部教えた分でしょうか。例えば先生に教えたから、それを生徒に先生と職員が一緒になって

などということはないのでしょうか。お伺いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。宮崎治消防長。 

○説明員（宮崎治君） まず、（１）の一般の講習会というところで、これはあくまでも消防職員

が、一般の公募であるとか、あとは自治会、事業所、小中学校を回りまして実施した件数となって
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おります。指導のほうは、今申し上げたとおり消防職員、あとは消防団員の方にも御協力をいただ

きまして実施しているところでございます。 

 （２）の小中学校の予定につきましては、各学校の行事の予定もございますので、以前も委員会

のほうでお答えさせていただきましたけれども、消防のほうといたしましては、指導員、それから

講習用の資機材、これは十分に準備させていただいておりますので、消防のほうでの予定というの

はちょっと分かりかねますけれども、申請があれば、できる限り対応してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 ありがとうございます。 

 （２）のほうですけれども、その前から私が言っていたのは、教育委員会は準備ができたと、消

防のほうもいつでも行けるということで、どこかの段階で、我孫子の小中学校を終えた児童生徒が、

講習を受けたことがない状況で高校にならないようにとだけ思っているわけです。だから、今回残

りの半年で、今、８６８人がどんと増えなければ、それができるかどうかストレートにお伺いしま

す。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 中学校は今３校ですけれども、年度末までに６校全部やりますので、私も

この前の議会のときに芹澤議員とお話ししたときに回答した内容としては、小中学校のうちに１回

以上は必ずやるという形にしたいというところを言ったと思います。それは今のところ実現してい

ます。 

○議長（日暮俊一君） 芹澤正子議員。 

〔芹澤正子君登壇〕 

○芹澤正子君 分かりました。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（日暮俊一君） 以上で芹澤正子議員の質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時４２分休憩 

───────── 
午後３時００分開議 

○議長（日暮俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市政に対する一般質問を許します。あびこ未来早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 
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○早川真君 あびこ未来の早川真です。 

 本定例会初日に議長を退任し、久しぶりに一般質問の場に戻ってまいりました。議長在任中は議

員の皆様、星野市長をはじめ執行部の皆様、議会事務局の皆様、そして市民の皆様に多大なる御指

導、御支援、御協力を賜りましたこと、改めて心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうござ

いました。そして、高木前副議長、本当にお世話なりました。たくさん助けていただきました。心

より感謝申し上げます。今後は、新たに選出されました日暮議長、飯塚副議長を守り立て、私も一

議員として市政の前進に一層力を尽くしてまいりたいと存じます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 大綱１、介護事業の実情と支援です。 

 まずは、（１）市内介護事業所の倒産件数及び廃止した事業。 

 全国的に介護事業を取り巻く環境は非常に厳しく、２０２３年における老人福祉・介護事業の休

廃業、解散件数は全国で５１０件に上り、調査以来最高になりました。また、２０２４年には倒産

件数が過去最多１７２件となり、特に訪問介護、通所介護などの経営悪化が顕著です。中でも小規

模零細事業所では人手不足、報酬の伸び悩み、物価高による経費高騰で極めて厳しい状況です。こ

のままでは地域の介護サービスを支える基盤そのものが崩壊しかねません。 

 まずは実情についてお聞きします。我孫子市において、過去５年間の介護事業所の倒産、事業の

廃止件数並びにその内訳、訪問介護、通所介護などのサービス形態別に御報告ください。 

 （２）介護人材確保・自治体間格差と定着するための独自支援です。 

 我孫子市として、自治体間の人材獲得競争という現状をどのように捉えていらっしゃいますでし

ょうか。 

 また、何度となくこれまでも質問してきましたが、国・県の施策に加え、本市独自の介護人材定

着支援策、働きやすさの確保に向けた支援策の検討状況と今後の方向性をお聞かせください。 

 また、介護従事者、関係団体、市が継続的に協議し、具体的な人材確保策や定着支援策を協働で

検討する場が必要だと考えます。今後、介護人材確保に特化した協議体を設置してみてはいかがで

しょうか。市のお考えをお聞かせください。 

 （３）福祉のしごと相談会です。 

 令和６年度、７年度、それぞれの参加者数、求職者、それから参加事業所数、福祉・介護事業所

及び成約、就職ですね、その件数、または就業決定数などの状況をお聞かせください。 

 また、相談会参加者の属性、初めて福祉職を希望する人、資格保有者、年齢層、性別などの集計

を行っていらっしゃいますか。行っていればその結果をお聞かせください。 

 相談会の目的として、人材確保、就労支援、事業所と求職者のマッチング、事業者間の情報交換

などがあります。目的に照らして、これまでの相談会を市としてどのように評価しているのか、お
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聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員の質問に対する当局の答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 初めに、（１）についてお答えします。 

 本市における過去５年間の介護事業所の廃止件数については、令和３年３件、令和４年２件、令

和５年が９件、令和６年３件、令和７年１２月１日現在７件となります。主な事業の内訳は、居宅

介護支援８事業所、訪問介護総合事業訪問型５事業所、訪問介護２事業所、総合事業訪問型２事業

所となります。 

 次に、（２）についてお答えします。 

 自治体間の人材獲得競争は、介護人材不足の中で今後さらに深刻化が見込まれると捉えています。

本市独自の介護人材定着支援策の検討状況としては、今期介護保険事業計画に基づき実施してきた

福祉のしごと相談会、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修等の受講料の一部助成、事業者

に対する職場づくりの好事例の発信やハラスメントに対する知識の啓発、将来の福祉を担う我孫子

東高校福祉コースでの体験型学習等の事業の評価を行い、介護従事者がやりがいを持ち、安心して

働き続けることができる職場づくりに向けた取組として一定の効果があったと考えています。今後

も引き続き、介護保険事業計画に位置づけた取組を評価しながら、事業を継続していきたいと考え

ています。 

 現在、我孫子市介護サービス事業者連絡協議会が中心となり、人材確保策や定着支援策を検討し

ていますが、介護人材確保に特化した協議体の設置につきましては、介護サービスの提供に自治体

間で格差が生じないよう、県や近隣自治体と連携し、地域全体で介護人材の育成、定着を図る取組

の推進が重要であることから、広域での実施が望ましいと考えています。 

 県では、地域の実情に応じた福祉・介護人材の確保、定着に向けた取組を推進するため、県内を

９つの地域に区分し、社会福祉施設、事業所や教育機関等で構成する千葉県福祉人材確保・定着地

域推進協議会が設置されています。本市が含まれる東葛北部地域の今年度の会合は今後開催される

予定であり、会議で情報収集や意見交換に努め、関係機関の連携を模索していきます。 

 最後に、（３）についてお答えします。 

 福祉のしごと相談会の令和６年度の参加者数は９０人、参加事業所は２４事業所、就職件数は８

件、令和７年度の参加者数は８５人、参加事業所は２２事業所、就職件数については今後集計予定

です。 

 相談会参加者の資格保有状況、年齢層、性別等の属性については、来場者アンケート結果から、

令和６年度はアンケート回答者２５人中、資格保有状況は、介護職員初任者研修修了者２１％、介

護支援専門員１４％、介護福祉士１０％、年齢層は４０代が２０％、５０代が２０％、６０代が
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２８％、７０代以上が２８％、性別は男性が４０％、女性６０％です。令和７年度は、アンケート

回答者４７人中、資格保有状況は、介護福祉士が２６％、介護職員初任者研修修了者が２１％、介

護支援専門員が１１％、年齢層は４０代が２２％、５０代が２５％、６０代が２５％、７０代以上

が３１％で、性別は男性が３２％、女性が６８％でした。 

 なお、福祉のしごと相談会の評価については、来場者の希望や適性に配慮した事業所とのマッチ

ングがなされていることで、昨年度の就職件数が８件と、自治体間の人材獲得競争の中、介護人材

不足の解消の一助にはなったと考えています。また、今年度参加した事業所のほとんどが来年度の

出展を希望しており、参加事業所間での情報交換等も随時行われていることなどから、今後も我孫

子市介護サービス事業者連絡協議会と共催し、福祉のしごと相談会を継続開催していく方針です。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 ありがとうございます。 

 （１）の市内介護事業所の倒産件数及び廃止した事業と、それから（３）福祉のしごと相談会の

今のところのお答えを踏まえまして、（２）の介護人材確保・自治体間格差と定着するための独自

支援策のほうについてもう少しお尋ねします。 

 令和７年度においても、倒産件数は過去最多水準で全国的に推移する見込みとされています。

１１月時点で既にもう前年に並ぶ勢いということです。先ほどのお答えにもありましたけど、我孫

子市でもかなり、今年はまた７件ですか、そういった形で例年以上に増えているというような報告

もありました。 

 また、倒産以上に自主廃業が多くて、全国では毎年１，０００件を超える事業所が廃止されてい

ると言われています。職員不足がその要因とされていて、東京都などの賃金格差による人材の偏在

が深刻な影響を及ぼしています。ですので、何度となく申し上げていますが、自治体間格差を補う

市の独自支援策が必要ではないかということで、特にその定着策が必要だと思います。 

 今も御報告ありました市の独自策、例えば福祉のしごと相談会、それから我孫子東高校福祉コー

スとの連携は、私も大変有意義な取組であると考えています。相談会は事業者からも継続した取組

を望む声が寄せられていました。そして、今のお答えでも継続して行われていくということですの

で、本当によかったなと思っています。 

 また、先ほどのいろいろな実際の相談にはカウントされてなかったのかもしれないですけど、今

年の相談会では学生さんが何人も参加されていました。これはまさに東高校との連携に成果が出て

きているんだなと思って、大変うれしく思っております。 

 一方、資格習得支援とか、それからＩＣＴの導入活用支援、こういったものというのは、先ほど

広域的にとおっしゃいましたけど、こちらはほかの自治体も行っているものであって、自治体間の
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人材確保競争の有効打にはならないんですよね。ですから、やはり経済的生活支援などの市内事業

所で働いていただくための定着支援策が急がれると思います。 

 これまでも住宅補助や保育料補助について提言してまいりました。群馬県の高崎市であったりと

か滋賀県の高島市だったりとか、この辺の例も２年前にも挙げさせていただいたんですけど、近隣

でも、船橋市では介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金を実施しています。新たに雇用された介護

職員または訪問介護員の住居借り上げに要する費用の一部を補助、これにより住居確保のハードル

を下げ、就労定着を促進となっています。それから、同じく近隣では成田市ですね。介護職員定着

支援補助金を交付して、住宅支援、住居借り上げ、家賃補助は、やはり新たに介護職に就く人、そ

れから特に転入者、若年層、単身者にとって、住まいの確保は大きなハードルとなっています。こ

れを補助することで参入を促して離職を減らす、その効果が期待されるんじゃないかなと私は考え

ております。 

 それで、特に子育てとの両立の支援、こちらはやはり保育料の補助であるとか優先入所であると

か、こういったことは特に女性職員や、それから子育て世代にとって、安心して働き続けられる環

境づくりにつながっていくと考えています。 

 我孫子市におかれましても、定着策ですね。ほかのことは大変よくやっていただいていると思い

ます。この定着策について、ぜひもう少し研究実施をしていただきたいと思うんですけど、再度お

答え、お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

○説明員（飯田秀勝君） 定着策ということで、経済的支援ということでお聞きしました。市のほ

うでも近隣市の状況等いろいろ確認させていただいて、検討はしてきたところなんですけれども、

やっぱり財政的な状況の自治体間の格差がもともとありまして、そこでの競争になると、根本的に

取り合いになる部分では、なかなかどうしても不利なのかなという部分で、今できる支援策で、今

答弁でも少し入っていた、お答えした部分なんですけども、一つ一つ介護事業者の皆さんや介護現

場の方々の声を聞き入れながら、今までやってきたことも改良を加えながら継続していくと。 

 前回もお答えしたんですけれども、全産業の平均賃金に比べて介護現場の賃金というのは約８万

円くらい低いような状況で、これについては、今、次期介護保険の事業計画等、国のほうで審議し

ている社会保障審議会のいろいろな関係、介護の部会のほうで、やはりこれは前倒しで報酬も引き

上げないと今後もたないとか、あとは給付と負担のバランスとか、様々な議論がされているんで、

そこは注視しながら、今できることを継続してやっていきたいと今考えております。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 承知いたしました。国の動向なんかも、介護報酬含めていろいろな、それから保険料
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ですか、いろんなことでこれから改善というか、よいほうに変わってほしいんですけど、いろいろ

なことがありますので、その中で、今、部長がおっしゃったようなそもそもの賃金が低いというと

ころ、それの改善についても全体の大きな話の中で進めていかなければならないと思いますので、

ぜひその辺、注視していただきながら、我孫子市でも有効な施策を打っていっていただきたいと思

います。 

 賃金だけで、おっしゃるとおり大都市と競争するのは難しくて、生活を支える安心であるとか、

住まい、子育ての安定であるとか、それから働きやすさであるとか、こういったことで選ばれる地

域を目指すという方向性は、むしろ逆に地域間の人材の奪い合いを避ける、そういう現実的な施策

にもつながっていくのかなと私は考えていますんで、引き続きテーマとして取り上げていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは大綱２点目、移らせていただきます。空き家・ごみ屋敷・ペット問題への包括的支援に

ついてです。 

 まず、（１）市内の空き家の実情と対策です。 

 昨日も本日も空き家に対しての質問がございましたけれども、私も大変勉強させていただきまし

た。多少重なるところがあるかもしれませんが、私のほうからもよろしくお願い申し上げます。 

 我孫子市においても、高齢化や相続未処理などにより管理不全の空き家が増加しています。適切

な管理が行われず、倒壊の危険や防犯、衛生面など、地域への影響が指摘されています。我孫子市

における空き家の軒数及び管理不全空家の現状、苦情件数の実態をお聞かせください。 

 空き家対策として、所有者への指導、解体、利活用支援等の取組状況と今後の強化策についてお

聞かせください。 

 （２）いわゆるごみ屋敷の実情と対策です。 

 高齢化や孤立、精神的、経済的な問題により、いわゆるごみ屋敷状態に陥る世帯が増加傾向にあ

ります。放置されると悪臭、害虫、動物の繁殖、火災、近隣トラブルなど深刻な課題を生じます。

我孫子市におけるいわゆるごみ屋敷の相談、苦情等発生件数とその原因、特徴についてお聞かせく

ださい。 

 いわゆるごみ屋敷への対応は、環境だけでなく福祉的支援も必要と考えますが、現在の支援体制

と課題をお聞かせください。 

 （３）ペットの置き去り問題です。 

 飼い主の入院、介護施設入所、死亡などにより、ペットがうちに取り残され、保護されずに衰弱

したり放置される実例があります。神奈川県では、飼い主の生活事情を踏まえた訪問型動物相談員

制度を全国初に導入し、人とペット一体で支援しています。我孫子市における飼い主不在によるペ

ットの置き去り、保護事例の把握状況と対応についてお聞かせください。 
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 また、神奈川県のような、介護、入院、死亡などの際にペットの一時保護や支援を行う制度の導

入を検討できないでしょうか。お考えをお聞かせください。 

 次に、（４）多頭飼育崩壊事例の増加です。 

 飼い主の判断力の低下や経済困窮などにより、ペットを適正に管理できず繁殖が進み、多頭飼育

崩壊となるケースが全国で増えています。衛生問題や動物虐待につながり、行政対応や地域住民か

らの通報も増加しています。我孫子市における多頭飼育崩壊の発生、相談件数、実例をお聞かせく

ださい。また、その背景や課題をどのように捉えていますか。お考えをお聞かせください。 

 多頭飼育崩壊の未然防止や発生した場合の対処のために、獣医師会や動物保護団体、市との連携

強化が必要です。ぜひ支援策の検討をお願いします。 

 （５）東京都足立区のごみ屋敷対策事業についてです。 

 これまで述べてきた空き家、いわゆるごみ屋敷、ペットの置き去り、多頭飼育崩壊は、いずれも

孤立、生活困難、判断力の低下などの共通した背景を持ち、福祉、住環境、動物愛護、地域安全な

ど複数分野にまたがる課題です。東京都足立区では、福祉、環境、都市整備、危機管理、動物管理

などの部局が庁内横断チームを組成し、生活支援と環境改善を一体的に行うごみ屋敷対策事業を展

開しています。我孫子市においても大変参考になる取組です。我孫子市としても、足立区のような

福祉的支援と環境対策、動物支援まで含めた包括的な支援体制を導入、参考にしてみてはいかがで

しょうか。これらの複合的課題に対し、関係各課が連携した庁内横断型の総合対策チームを設置、

検討する必要があると考えます。市のお考えをお聞かせください。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） 私からは、（１）についてお答えします。 

 本市で把握している空き家の軒数は、令和７年１２月１日現在５１５軒となっており、うち８軒

が管理不全空家の候補となっています。今後、我孫子市空家等対策協議会に諮り、認定の可否を判

断していきます。 

 今年度の苦情の件数については、１２月１日現在で１２７件の苦情をいただいています。苦情の

内容は、空き家の雑草や樹木が繁茂し道路や民地への越境が大半を占めています。空き家対策の取

組としては、特定空家７軒の所有者に対し指導書を通知し、適正な管理をするよう指導しています。

解体については、把握している空き家のうち、生命の危険を脅かす緊急的に解体しなければならな

い空き家は存在しないものと考えており、いまだ事例はありません。 

 今後も、空き家対策を推進していく上で、引き続き書面や訪問などにより所有者自身に空き家の

現状を認識してもらい、自らの責任で適切に管理をしてもらうよう指導をしていきます。また、我

孫子市空家等対策協議会の助言も参考にしながら、今後、適切に管理ができていない空き家所有者
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等に対しては、改正された法の趣旨を踏まえ、指導や勧告などの対応をしてまいります。 

 利活用の取組としては、空き家の売買等について相談できる不動産相談の開催、空き家バンク制

度の推進のほか、移住・住みかえ支援機構が行うマイホーム借り上げ制度を支援しています。また、

空き家管理・活用の実践方法をまとめた「我孫子市空き家の手引き」を民間企業との協定により作

成し、空き家問題を解決するきっかけづくりになるよう周知しています。今後もこれらの制度が活

用されるよう取り組んでいきます。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。渡辺健成副市長。 

〔説明員渡辺健成君登壇〕 

○説明員（渡辺健成君） 私からは、（２）についてお答えいたします。 

 いわゆるごみ屋敷について、生活衛生課が新設された令和５年度以降は２件の相談が寄せられま

したが、潜在的にはより多くのごみ屋敷があるのではないかと考えており、居住者の生活環境の改

善や福祉的支援も不可欠であると認識しております。 

 健康福祉部で、認知症高齢者や精神疾患のある方、生活保護受給者の訪問をした際に、いわゆる

ごみ屋敷の状態に直面することが時折あります。これらの居住者の多くは単身の世帯や社会との関

わりを拒む傾向がある方などの特徴があります。福祉的な支援体制として、生活困窮や精神的な問

題を抱える方に対して訪問相談やケースワークを実施し、居住者の自立支援や心理的ケアに努めて

います。また、高齢者なんでも相談室や障害者まちかど相談室などの関係機関と連携し、状況把握

と多角的な支援を実施しています。 

 しかし、福祉分野以外にも多くの課題が存在しており、ごみ屋敷の背景には複雑な問題が絡むこ

とが多く、一律の対応が難しいことや、居住者の支援に当たって本人の同意や協力が得られにくい

場合があり、対応が長期化することも課題となっております。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。大井一郎環境経済部長。 

〔説明員大井一郎君登壇〕 

○説明員（大井一郎君） 私からは、（３）と（４）についてお答えします。 

 初めに、（３）のうち、飼い主不在によるペットの置き去り、保護事例についてです。 

 手賀沼課が把握しているものとしては、令和７年度は対応事案が３件で相談はありません。６年

度は相談２件、５年度は相談１件、４年度は相談２件、３年度は相談２件でした。このうち令和７

年度の対応事案では、高齢の飼い主が急な入院により不在となり、飼い猫が置き去りの状態となっ

たものなどがありました。 

 一方、相談の内容は、飼い主の親族や知人から、施設入居などで猫を飼い続けることが困難にな

ったため引取り手を探したいというものでした。引取り手の相談に対しては、まず周囲に引き取れ

る方がいないか探していただきたいこと、もしいない場合は、有償となるが、猫の保護を行う団体
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に相談が可能であることを伝えました。なお、これらの事案では、市内で動物の保護活動を行って

いる市民団体に、置き去りにされた猫の保護や餌やりなどのお世話をしていただくケースが多くな

っています。 

 次に、神奈川県の訪問型動物相談支援員制度についてお答えします。 

 神奈川県にヒアリングを行ったところ、本制度は、獣医師資格を持つペットリエゾンと呼ばれる

支援員を週１回勤務で配置し、福祉的な支援を必要としている方でペットに関する困り事に関して、

主に福祉関係機関に対してサポートする仕組みであるとのことでした。先月下旬より事業が開始し、

現在は、ペットリエゾンが各地の福祉関係の組織等に対して情報収集をしていると伺っております。

本制度は運用が始まったばかりのところですので、まずは情報収集を行い、今後の取組内容を注視

していきます。 

 続いて、（４）についてお答えします。 

 まず、当市における多頭飼育崩壊の発生、相談件数、実例についてです。手賀沼課が把握してい

るものとしては、令和７年度は対応事案２件と相談１件、６年度は相談２件、５年度は相談３件、

４年度は相談２件、令和３年度は対応事案１件と相談１件でした。 

 令和７年度に発生したうちの１件では、飼い主が飼い猫を適切に管理できずに個体数が増加、飼

育環境が劣悪となり悪臭も発生して、周辺の生活環境にも影響が出ていました。最終的には飼い主

の同意を得た上で、保護活動する市内、市外の複数の団体により多数の猫が保護されました。 

 一方、令和３年度の事案は、繁殖で増加してしまった多数の飼い猫に避妊去勢手術をしたい旨の

相談を飼い主から受け、市が公益財団法人どうぶつ基金の多頭飼育の救済策を申請し、市内の保護

活動を行う団体と連携して避妊去勢手術を施したものです。 

 次に、問題の背景や課題、支援策の検討についてです。多頭飼育問題は、飼い主が適切な繁殖制

限措置を施さずに飼育し続けることで発生しますが、飼い主がその状態に陥る背景には様々な理由

があると言われています。例えば、環境省の多頭飼育問題のガイドラインでは、飼い主が地域社会

で孤立しているケースや、何らかの理由で心身の健康を損ねたり生活困窮に陥ったりしているケー

スが挙げられています。ただし、問題の背景は個人のプライバシーに係る領域でもあります。先ほ

ど御説明した市内での発生事案についても背景の詳細は不明であり、飼い主自身が望まなければ、

市や県などの行政が関わることは難しい点が課題です。 

 一方で、多頭飼育問題の解決は飼い主単体では非常に困難なため、官民を超えた多様な主体、関

係者による連携が必要と考えます。手賀沼課では、庁内の福祉部門の関係課や保健所などの関係機

関に加え、市内の動物愛護推進員や保護活動を行う団体、獣医師の方なども交えて対応できる体制

づくりを検討していきます。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。高見澤隆企画総務部長。 
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〔説明員高見澤隆君登壇〕 

○説明員（高見澤隆君） 私からは、（５）についてお答えいたします。 

 ごみ屋敷の問題は、単なる生活環境の課題にとどまらず、動物支援や福祉的支援など多様な分野

の課題解決が必要であると考えています。このため、包括的な支援体制の整備や関係団体及び地域

コミュニティと連携した継続的な支援が重要であると認識しております。現在は各課においてそれ

ぞれの役割で対応を進めておりますが、今後は、各課相互に連携をし、定期的な情報交換や対応策

の検討を進め、さらなる強化に向け取り組んでまいります。 

 なお、市では、全庁横断的な取組が必要な場合に、関係課の職員で構成するプロジェクトチーム

や検討委員会を設置し、効果的に活用しているところです。現時点では、御提案のありました東京

都足立区のような庁内横断型の総合対策チームの設置予定はありませんが、引き続き市の実情に即

した効果的な対応に努めてまいります。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 ありがとうございます。 

 市内の空き家の実情と対策ですね。先ほど数字もいただきました。令和２年度、市内の空き家の

数が７５５軒、苦情が１０８件、それから令和６年度空き家が５６５軒で苦情が１２６件、そして

最新、先ほどいただきました数字が、空き家が５１５軒で苦情が１７２件ということですね。そう

すると、空き家そのものについては２００軒以上減っている。しかしながら、苦情は逆に７０件近

く増えている。この傾向から見えてくることは、いわゆる管理不全空家の割合が増えているのでは

ないでしょうか。 

 現状の対応では、書面を通知して、２か月経過して再通知して、繰り返し通知して、粘り強く対

応して、近隣住民が危険となったら職員が応急措置対応、これではなかなか管理不全の空き家を減

らしていくにはちょっと弱い体制かなというか、フローかなと考えておりますので、もう少し実行

力のある対応や、あるいは管理不全にならないような事前の防止策、こちらが必要なのではないか

なと考えますので、それについてもう一度お願いします。 

 それから、いわゆるごみ屋敷の実情と対策についてですけれども、本当に私と同じ見解だなと思

いました。潜在的にはまだまだあるなと、２軒じゃなくて。そして、こちらについても福祉的な対

応が必要だという、この見解も全く一緒ですので、ぜひその視点で進めていただきたいと思います。 

 ただ、現状、相談があったときに現地を確認して、先ほどの空き家と一緒なんですけど、住民に

話を聞いて、必要に応じてクリーンカレンダー、「ごみと資源の分け方出し方」の冊子、一般廃棄

物許可業者一覧を渡す、都度現場確認、この状況では、これは予防策にはなるかもしれないけど、

もう既に崩壊してしまったような状況、いわゆるごみ屋敷になってしまったものにはちょっと間に
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合わないので、少しそれについてもやはり事前の予防が大事だなと考えますので、お願いします。 

 それから、ペットの置き去り問題ですけども、こちらもやはり福祉部門との連携が必要だと思う

んですね。令和６年度には、手賀沼課と高齢者支援課と障害者支援課、社会福祉課と、それから置

き去りから救出をした保護団体が意見交換会を行って、飼い主の急な入院などにより残されたペッ

トの保護が必要な事案について情報共有を行ったということで、これは本当にありがたいなと思い

ます。 

 その上で、今後の連絡体制について協議を行ったということですが、これは単発で終わらずに、

定期的な開催をぜひお願いしたいんです。というのも、独居高齢者世帯というのが、令和３年には

９，５８１件だったのが令和７年度では１万８９６件と、１，０００件以上増えておりますので、

ペットの飼育状況を事前に把握していないと置き去り防止ができないと思います。ですので、市内

在住の独居高齢者のペット飼育の割合とか、及び将来的な増加予測とか、飼育実態の把握ですよね。

この辺について福祉部門と連携して、横の連携でしっかり把握をしていただきたいと思います。 

 それから、多頭飼育のほうですね。こちら本当、過去５年で９件、うち３件は市内の保護団体が

実際保護しているということです。現在も市と保護団体と連携して、支援策も含めて対応を検討し

ていただいているようです。本当にそこについては感謝申し上げています。ありがとうございます。

引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 そのほか、松戸保健所に連絡するように伝えたということなんですけど、松戸保健所は多頭飼育

問題について具体的にどのような対応をなされたのかなということを聞きたいと思います。 

 本来、動物愛護施策というのは、先ほど神奈川県の実例もありましたけども、本当は千葉県が主

体となって行うべき事業だと思うんですね。市とボランティア団体がいろいろな負担をするだけで

はなくて、やっぱり県の予算措置というのも含めて、その辺についても考えていっていただきたい

なと、千葉県については。神奈川県は実際自分たちでやっていらっしゃるわけですから、現在、市

とボランティア団体で労力もお金もかけてやっているわけですので、ぜひ県にも参加していただく

よう要求していただきたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

○説明員（海老原郁夫君） 私からは、空き家の件について御答弁させていただきます。 

 先ほど苦情件数が逆に増えているという御質問だったですけれども、苦情、令和７年度は１７２

件ではなくて１２７件ですので、令和２年度から多少は増えていますけれども、経年はそれほど変

わりない状況であることはあります。そこをまず申し上げておきます。 

 それと、今年度９月に、空き家等の判定や認定マニュアル、また計画のほうも新たに策定を行い

ました。確かに市の方針としては、持ち主の方にやっていただくのを基本としておりますが、これ
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から特定空家のほうも、しっかりとしたマニュアルを持って計画的に除却なり処分をしていただく

ような方針で、持ち主の方にお話をさせていただく中で、これといった決定打というのはなかなか

見つけづらいですけれども、今後も先進市やそういったところを参考にしながら、少しでも空き家

が減るような方策については、検討のほうは進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。大井一郎環境経済部長。 

○説明員（大井一郎君） いわゆるごみ屋敷ということで、発見するまでにいろいろ時間がかかっ

てしまっているということで、健康福祉部のほうと情報交換しながら、早めに、ごみ屋敷になる前

に対策を打てればとは思うんですけど、なかなか環境経済部のほうが中まで入ってということは難

しいんですけれども、情報を得ながら、協力しながらやっていきたいというふうに考えています。 

 次に、（３）の定期的な意見交換についてなんですけれども、こちらにつきましては、行政のほ

うは毎年人事異動等ありますので、それによって４月初めには当然１回ぐらいはやったほうがいい

んだろうなというふうに考えています。令和６年のときにやったときに、今後は、福祉部門と各課

がペット保護の依頼を受けた場合には手賀沼課に情報共有することと、手賀沼課は相談内容を精査

し、動物保護を行っている団体等と相談するということで、令和６年にはそういう話合いになって

いるということです。 

 次に、（４）の松戸保健所の通報とか、実際に県のほうが多頭飼育を行っている方への指導とか

という話ですけれども、実際に今年の対応した１件の中には、松戸保健所も入っていただいて、な

おかつ警察のほうも入っていただいて、動物虐待等も考えられるということもありましたので、そ

の辺は当然連絡体制を取るとともに、あとは松戸保健所のほうを通して、地域猫への支援ですとか、

そういったものの手続の窓口等もやっていただいていると思いますんで、引き続き連絡を密にして、

多頭飼育、あまり増えないように頑張っていきたいと思います。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 ありがとうございます。すみません、空き家の数字、数字をひっくり返して。１２７

件ということです。ただ、いずれにしても空き家の総数は２００以上減っていく中で、微増してい

るわけですから、苦情件数は。やっぱり管理不全空家の割合は増えているということだと思います

んで、ぜひ引き続きよろしくお願いします。 

 そして、今の御答弁の中で、福祉部門との連携が必要だということがよく分かりました。ですの

で、この（１）から（４）の課題を解消するべく、足立区のごみ屋敷対策事業というのは包括した

取組となっているので、ごみ屋敷の相談窓口を一本化することによって調査、指導、支援のフロー

整備を行って、福祉的支援と環境改善を一体で実行しているので、さらに動物の保護とか一時預か

りも含めた支援、御答弁もいただきましたけど、単なる撤去指導ではなくて、生活再建と社会的孤
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立の防止を一体的に支援している点が特徴ですので、ぜひ、これと全く同じじゃなくてもいいです

けれども、市としてもきちんと、そういった導入の検討も含めながら体制を整備していただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは大綱３、３つ目、湖北地区図書館の今後についてに移ります。 

 まず、（１）湖北地区図書館閉鎖後のフォロー体制です。 

 湖北地区に設置されていた図書館は、湖北台浄水場敷地内で長年地域の知的拠点としての役割を

果たしてきましたが、施設老朽化により閉鎖され、現在は移動図書館などによる暫定的な運営が続

けられています。しかしながら、地域住民からは、閲覧スペースがなくなった、子どもの学習活動

に支障がある、高齢者が気軽に立ち寄れる場所がなくなったなど、図書館の閉鎖に対し、早期の新

施設の設置へ切実な要望が届いています。図書館は単なる本の貸し借りではなく、地域コミュニテ

ィ、子育て支援、生涯学習などの役割を担う重要な公共施設です。 

 まずは閉鎖後のフォロー体制についてお尋ねします。閉鎖後、図書サービスの低下を防ぐため、

移動図書館の巡回回数や巡回場所、貸出し冊数、返却ボックスの設置状況、臨時窓口など、現在ど

のような運営体制でフォローをしていますか。また、現状について利用者からはどのような声が寄

せられていますか。お聞かせください。 

 （２）新図書館施設の今後の方針とスケジュールです。 

 我孫子市の湖北地区における図書館の考え方についてお聞かせください。基本構想の検討開始時

期、候補地の選定プロセス、地域住民の意見反映方法、その後の基本設計から開館までのおおむね

のスケジュール感をお示しできるようでしたらお聞かせください。また、市としていつまでにその

方向性、設置場所や機能を決定するのか、お聞かせください。 

 （３）湖北台西小学校敷地の検討状況です。 

 私は、旧施設からも隣地であり、今後の学校の再編成なども視野に入れると、湖北台西小学校敷

地内の検討は、将来を見据えた有力な候補地の一つであると考えます。教育委員会、この場合学校

ですけども、そちらとの協議状況、その場合の安全面、動線の確保、駐車スペース、用途変更の課

題、地域住民の要望、保護者の理解など、実現性を含め市のお考えをお聞かせください。 

 （４）柏市近隣センター分館方式の導入の可能性です。 

 柏市では、近隣センターの一角に図書館分館を設置し、地域へのアクセス性を高めてきました。

我孫子市においても、まちづくり協議会の理解を得ながら、各近隣センターの一部を改修し、図書

コーナーや小規模閲覧スペースとして活用する方式は検討できないでしょうか。子育て世代にも高

齢者にも歓迎される施策であると考えます。人員配置や運営方法、予算面などの課題もあるかと考

えますが、ぜひ可能性を探ってみていただきたいと思います。お考えをお聞かせください。 

 湖北地区図書館の閉鎖は、単なる施設の老朽化という問題ではなく、地域の知の拠点、交流の拠
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点、居場所の創出という大きな課題です。新しい図書館の整備については、学習、交流、次世代支

援、地域コミュニティ醸成、長年浄水場内という施設で新図書館を待ち望んでいた地域住民の願い

に応える在り方、その視点を持って取り組んでいただきたいと考えます。総合的な機能を持つ施設

として早期に具体的な方向性を示すことを強く要望いたします。お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 初めに、（１）についてお答えいたします。 

 湖北台分館は、施設の老朽化により、令和６年４月から予約の受付、貸出し、返却、利用者登録

等、館内に利用者が立ち入ることがなくできる窓口サービスのみを提供してきました。また、本を

自分で選びたいという要望をかなえるため、土曜日の午後に敷地内で移動図書館を設け、貸出しを

行うほか、湖北台西小学校と東小学校の学校巡回の際に一般の利用者も利用できるようにしました。 

 しかし、令和７年７月にエアコンの不具合が生じたことで、職員も館内で執務をすることが難し

く、窓口の場所を移さざるを得なくなりました。そこで、湖北地区にある公共施設の中で、図書館

システムを移設して一定期間安定して窓口サービスを提供できる場所を検討し、１２月２日からは

湖北地区公民館の中に窓口を設けています。 

 今後は、移動図書館の学校巡回の一般利用を継続するほか、サービスが低下しないよう、浄水場

近くに移動図書館ステーションを増設する予定です。また、ミニ移動図書館めるへん号を活用して、

保育園、幼稚園、子育て支援センターに出向き、子どもたちの読書活動を支援していきます。返却

については、行政サービスセンターや移動図書館で返却できることを引き続き周知していきます。 

 湖北地区公民館に窓口サービスを移したことで、湖北台分館を長らく御利用いただいていた近隣

住民の方々からは、遠方になり行くのが難しくなるとの声も聞かれましたが、一方で、中里地区や

湖北地区公民館の近隣の方々からは、近くなってうれしいとの感想や、天王台、新木地区からお車

でお越しの方も、駐車場の要望も多かったため、駐車場が広く便利であるとの御意見もいただいて

おります。 

 次に、（２）についてお答えいたします。 

 湖北地区図書館の今後について、まずは資産管理課で令和８年１月以降に東消防署湖北分署等跡

地の活用についてのサウンディング調査を実施する予定です。その調査結果を踏まえ、図書館設置

の場所や規模、機能について市として検討していきます。 

 次に、（３）についてお答えいたします。 

 湖北地区の図書館については、我孫子市民図書館長寿命化計画のスケジュールに基づき、令和４

年度から令和５年度にかけて、図書館を中心に関係各課と庁内協議を重ねました。その中で湖北台

西小学校の活用についても協議しております。幾つかの案を出し合い、空き教室や校庭の活用を検



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 
 

135 

討いたしました。 

 まず、空き教室の活用につきましては、不特定多数の方が校舎内に入ることから、児童の安全の

確保のため、教室との区画を分けるための壁が新たに必要になること、また、図書館に必要な耐荷

重が教室とは倍以上違うことで、床面の補強改修工事が必要であること、このようなクリアすべき

問題が多数ありました。 

 校庭の利用も検討いたしましたが、湖北台西小学校エリアが第一種低層住居専用地域となってお

り、建築の際には建物の建蔽率は５０％以下、建築面積の２倍の敷地が必要となりますので、プラ

スで駐車場の確保も考えますと、図書館を建てるためには、現在の小学校の校庭が半分程度になっ

てしまうことが判明しました。また、児童、教員及び図書館利用者の動線の確保のために、防犯対

策の利用区分けフェンスも必要となります。 

 湖北地区に図書館をと考えたときに、湖北台西小学校は立地として大変よい案件ではございます

が、児童の現在の教育環境に大きな影響を与えてしまうことなどから、現状のままでは活用の判断

には至りませんでした。 

 最後に、（４）についてお答えいたします。 

 近隣センターは地域の方々に身近な施設です。しかしながら、柏市のように図書コーナーを設置

するとなると、蔵書は１万冊から２万冊程度必要となり、手に取って本を選ぶことはできるものの、

知の拠点、交流の拠点、居場所といった図書館機能を兼ね備えることは難しくなります。このよう

な視点から、我孫子市の図書館は、柏市のように分館を数多く配置するのではなく、どの地域にも

５万冊以上は蔵書をそろえ、知の拠点となる地区館機能を持つ図書館づくりを考えています。加え

て、行き届かない地域へは移動図書館を巡回させていく方向性を継続していきます。 

 また、各近隣センターには寄贈図書等を置いた本棚が設置されており、湖北台近隣センターでは、

地域の方々がボランティアでの運営や貸出し、読み聞かせ等の読書支援を行う試みが成功していま

す。この試みには、リサイクル図書の提供や整理の方法の相談、読み聞かせのアドバイス等で図書

館も協力させていただいております。 

 今後につきましても、湖北地区の図書館サービスを低下しないようなフォローと併せて、新たな

建設については、サウンディング調査結果を踏まえ、市として検討していきます。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 ありがとうございます。 

 （１）から（４）、併せてお伺いしたいんですけど、まずは一日も早い新施設の開設を強くお願

いしたいと思います。そして、今、西小学校のいろいろな課題ありましたけども、それは現状では

そのとおりだと思います。ただ、私が申し上げたのは、中長期的な課題として学校の再編等、地域
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の公共施設再編の中で、その中でそういう環境が整った場合には、非常に有力な場所であろうとい

う意味ですので、ちょっと長い目で検討いただければと思います。 

 その上で、窓口サービスの移転にはやっぱり再考を求めたいと思っています。閉鎖された湖北台

分館の窓口サービスについて、駐車場が、天王台から新木から来る方が多いから要望もあるから、

湖北地区公民館は駐車場があるよということだったんですけど、しかし、図書館の閉鎖によって既

に湖北台地区の高齢者や子育て世代を中心に、徒歩で行ける場所が失われたといった声が多く寄せ

られているんですね。こうした状況の中で窓口サービスまで遠くに移転されれば、近隣に住む住民

の利便性は一層低下するということになります。その影響をどのように評価し、どのような代替サ

ービスを補おうとしているのか、もう少しきめ細かな、その辺についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 駐車場については、湖北台分館にも湖北台近隣センターにもありますので、あまり理由にはなり

ません。 

 本格施設が開所するまでの間、小規模でもよいので、徒歩で行ける図書窓口、図書コーナーを確

保する対策を検討できないでしょうか。お願いします。これは、失われたサービスをどう補うかと

いうのは、新たに便利になるのとはまた次元の違う話でございますので、そこはもう一度お願いし

ます。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） 今、議員のおっしゃるとおり、７月にエアコンが故障し、当面の間はスポ

ットクーラーとかを学校で借りて実施していたんですが、この猛暑でかなり大変な状況だったとい

うことで、緊急一時的に湖北台近隣センターをお借りしたと。ただ、近隣センターをお借りした場

合につきましては、図書館システムということで、ネット回線とか、あとは電話での対応であると

か、そういったものができない中での図書の返却であるとか予約本の貸出し、そこまでしかできな

かったという状況でございます。 

 図書館を所管する私たちとすれば、先ほどもおっしゃっていただいたように、早く新たな分館を

建設していただきたい、これが最高の要望というか、希望としてはあります。ですので、今の場所

についても、あくまでもこれは一時的なものだというふうには考えておりますが、湖北台の皆さん

からしてみれば、湖北地区公民館ということでは相当遠方になるという話もあります。 

 ただ、現状としても、今の場所がずっとベストであるというふうには思っておりませんので、先

ほど言ったような緊急一時的な移動図書館であるとか、そういったようなものの配置はいたします

けれども、近くにそういったような環境が整うような場所、それから賃料がかかってしまったりと

か、ネット回線だとか、そういったものをいろいろと整備しなくてはいけないんですけれども、そ

ういったものでいい場所があれば、それはもちろん手を挙げていきたいというふうに考えておりま
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す。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 分かりました。身近な市民サービスを失った地域の声にぜひ寄り添っていただいて、

図書サービスが途切れない環境づくりを進めていただけるよう再度お願いしたいと思います。ぜひ

今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に大綱の４番目、ＮＥＣ東門前の旧砕石場跡地及び周辺土地の課題について質問

します。 

 まず、（１）現状の土地利用状況と許認可です。 

 ＮＥＣ我孫子事業所東門前の課題について、これまでも何度となく質問してまいりました。過去

の砕石事業による粉じん被害や周辺車両への影響、道路の汚れなどを指摘してきました。また、砕

石場廃業後も石材が放置され、同一地権者による北側跡地の中古車販売と称する事業において廃車

のような車両が多数置かれるなど、環境、景観、通行する車両、歩行者、事業所への影響が懸念さ

れています。 

 今回の質問では、過去の行政対応、現在の土地利用状況、今後の監視、条例整備の必要性につい

て市の見解と対応を質問します。 

 旧砕石場の跡地に山積みの石が現在も放置されています。その所有者及び管理責任者は誰でしょ

うか。 

 北側跡地で中古車販売と称して車両を多数置く事業者について、事業内容と許認可状況、廃車ま

たは放置車両の有無を把握していますでしょうか。 

 さらに、最近になって旧砕石場跡地にも多数の車両が置かれ始めています。両方の土地の地権者

が同一であることから推察すると、北側跡地の事業者が事業を拡大したのでしょうか。それとも別

の事業者が操業を始めたのでしょうか。お聞かせください。 

 次に、（２）環境・生活被害の把握です。 

 砕石場操業時及び廃業後の粉じん飛散、道路の汚れ、近隣駐車場の車両への被害に関する住民か

らの苦情、被害、被害報告はどの程度あるのか御報告ください。 

 道路の清掃状況、粉じん飛散抑制のための行政対応、砕石の除去状況をお聞かせください。 

 今後、砕石場同様の事業転用や石の放置、車両置場の拡大が行われないよう、用途変更や石や残

土処理の事前確認、周辺住民、事業場への情報提供を強化していただきたいと考えます。市の方針

をお聞かせください。 

 （３）条例・監視体制の見直しです。 

 旧砕石場跡地や置場、車両置場への転用時の届出義務や監視体制は、現在の条例で十分対応が可
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能でしょうか。必要であれば条例の改正、制定や指導強化をすべきではないでしょうか。 

 今後、旧事業者から新たな事業者への継承、転用がある場合、市への事前届出を義務づけ、管理、

監視できる体制は可能でしょうか。市のお考えをお聞かせください。お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。大井一郎環境経済部長。 

〔説明員大井一郎君登壇〕 

○説明員（大井一郎君） 初めに、（１）についてお答えします。 

 当該地の土地所有者は個人であり、土地利用者は外国籍の代表者が務める法人となっています。 

 山積みの石については、双方協議の上、方針を検討していると伺っています。 

 事業者において、今年７月頃から自動車を当該地にて保管していると認識しています。なお、令

和４年頃に北側土地で保管されていた農業用車両等については、現在、おおむね撤去されており、

事業者も異なっていると認識しています。 

 次に、（２）についてお答えします。 

 今年７月頃より自動車等の保管が行われており、当該地に堆積された砕石の一部が敷きならされ

ているのを確認しています。粉じん飛散についてや自動車等の保管等が始まった７月以降に苦情や

被害を訴える相談は、市には寄せられていません。今後、砕石の粉じんが飛散し、市に相談が寄せ

られた場合には、事業者に散水等を行うよう指導していきます。また、道路の汚れについても、住

民からの苦情や被害報告は受けておりませんが、定期的なパトロールにより状況の把握に努めてい

ます。 

 なお、令和７年７月のパトロールの際に歩道への砕石の飛散が見られたため、土地所有者に対し

て現地状況を報告するとともに、歩道に散乱している砕石の除去及び再発防止に努めるよう指導し、

砕石の除去を確認しました。 

 最後に、（３）についてお答えします。 

 砕石の堆積については、今年５月より宅地造成及び特定盛土等規制法が施行され、今後、一時的

な土石の堆積について、要件によっては許可が必要な場合があります。 

 車両置場については、単に自動車を保管することについて規制する法律はありませんが、使用済

み自動車を解体し、自動車部品を回収する事業を行う場合は、使用済自動車の再資源化等に関する

法律に基づき解体業の許可が必要となります。また、ヤード内で自動車部品の保管や分離をしよう

とする場合は届出が必要になります。 

 なお、当該地の使用状況について、法令を所管する千葉県に情報提供済みであり、引き続き市で

はパトロールを行い、状況に応じて県に情報提供を行っていきます。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 
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○早川真君 ありがとうございます。 

 （１）から（３）、併せてお伺いしますけど、本件については、令和５年６月の本会議において

私の質問に対して、「今後も定期的なパトロールなどを行いながら、現況に変化が生じた場合は庁

内での情報共有や関係機関との連携を図るなど、状況に応じた対応を進めてまいります。」と答弁

いただいております。 

 私、今回いただいた資料によりますと、今の御答弁でもありましたが、担当課が本件地域につい

て初めて記録上で現地確認を行ったのは令和７年、今年ですね。今年の６月２６日のパトロール記

録であって、令和５年６月答弁以降、継続的なパトロールや対応記録は存在しないように資料上は

見受けられます。だから、パトロールはしていたけど異常がなかったのか、その辺についてどのよ

うな動きがあったのかちょっと分からない状況です。 

 記録日が６月２６日で、私が現地を確認して担当のほうに、ちょっと調査したほうがいいよ、動

きが出ているぞといったところとほぼ同じなんで、その辺についてはもう少しアンテナ高くしてや

っていただきたいと思います。私が申し上げてからなのかなと、これは言った言わないになるので、

私の申し上げた記録日がないので言及はしませんけれども、もう少しアンテナ高く事前に、パトロ

ールしたならしたということを記録を残しておいていただいたほうがいいかなと思います。 

 というのも、今、北側の土地とは別の業者だということになりましたね、前の中古車販売。なる

ほどと思ったんですけど、その新しい業者、整地のために残された石を利用して整地作業をやって

いる。整地に利用されている砕石の所有者が中古車の輸出事業を行おうとしている事業者なのか、

地権者なのか、協議をしながらということだけど、心配なのはこの業者の届出ですね。届出に土木

建築資材の輸出入、販売も掲げているんですよ、この事業者の業務内容に。 

 ということは、今後、過去のような砕石ですね、砕いて粉じんを伴うような作業が、その石で建

築資材を作るために行われてしまう可能性があるんではないかと大変心配しているんです、そこを。

そうするとまた周辺にいろんな影響が出る。今は苦情がないと思います、砕いていないから。そう

いうことをやれなくもない事業内容になっているんですね。ですので、これはちょっと詳しく調査

をしていただいたほうがいいと思います。 

 担当課は東葛飾地域振興事務所に対して度重なる情報提供を行ったようですけど、同事務所は現

地確認だけでなく、許認可状況の確認とか、必要があれば行政措置など積極的に行っていただきた

いと思います。市が限界であれば、そこは連携してしっかりやっていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。再度お願いします。 

○議長（日暮俊一君） 答弁を求めます。大井一郎環境経済部長。 

○説明員（大井一郎君） 今後、砕石をまた砕いたりして粉じんが出るようなことがあれば、当然、

周辺の事業者から苦情等あると思います。直近で周辺の事業所のほうで、企業立地推進課のほうか
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らいろいろ情報をいただいたりしているんで、どんな状況ですかと聞いたところ、ここのところは

ないというような話だったんですけれども、事業者が変わって、今後また新たに盛ってしまうとか、

どこかに持っていってしまうとか、そういったときには許可等必要になりますので、その辺は東葛

飾地域振興事務所と協力しながら、情報提供を行うとともに一緒に立ち会うとか、そういったこと

をして適正な指導を行っていきたいと考えています。 

○議長（日暮俊一君） 早川真議員。 

〔早川真君登壇〕 

○早川真君 ぜひよろしくお願いいたします。注視しながら、ちょっと事業内容が心配なことが書

かれていますので、また砕き始めると絶対飛びますので、よろしくお願いします。また同じことが

繰り返されるんじゃないかという思いなので、ぜひこれまで以上に現場を丁寧に見ていただき、変

化が生じたときには迅速に対応していただくことを強く望みたいと思います。 

 久しぶりの登壇で緊張もありましたけど、こうして市民の皆様の声を議場で直接届ける時間を大

切したいなと思っています。これからも一生懸命頑張ってまいりますので、どうぞ御指導のほどよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 御清聴、本当にありがとうございました。 

○議長（日暮俊一君） 以上で早川真議員の質問を終わります。 

 以上をもちまして本日の日程は終わりました。明日は午前１０時より会議を開きます。本日はこ

れをもって散会いたします。 

午後４時１１分散会 
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